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羽生市議会都市民生常任委員会会議録　(第１日） 

 

　　　議事日程　令和７年９月９日（火曜日）午前　９時３０分　　開　会 

 

第　１　開　　会 

第　２　審査事項 

　　　１）議案第４１号　令和６年度羽生市一般会計歳入歳出決算のうち、都市民

生委員会所管分 

第　３　散　　会 

 

出席委員（７名） 

　　　　中　島　直　樹　委員（委員長）　　　　柳　沢　　　暁　委員（副委員長） 
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　　　　丑久保　恒　行　委員 

 

欠席委員（なし） 

 

説明のため出席した者 

 

 
須　永　正　弘 健 康 福 祉部 長 一ノ瀬　元　章 社会福 祉課長

 
稲　田　信　一 こども家庭課長 鈴　木　尚　美 児童保 育課長

 
佐　藤　友美代 高 齢 介 護課 長 本　間　健　史

健 康 づ く り 

推 進 課 長

 
秋　本　　　悟 国 保 年 金課 長 飯　塚　　　保

課 長 補 佐 兼 

生活支 援係長

 
島　田　久　嗣 こども家庭係長 高　田　利　泰 児童保 育係長

 
間　篠　雄　介 高 齢 福 祉係 長 齋　藤　知　宣

健 康 づ く り 

推 進 係 長

 
山　畑　佳　菜

後 期 高 齢年 金 

係 長
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事務局職員出席者 
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午前　９時３０分　　開　会 

 

○中島直樹委員長　おはようございます。 

　　ただいまから都市民生委員会を開会します。 

　　これより本日の会議を開きます。 

　　まず、日程についてお諮りします。本委員会の日程は、お知らせの日程によりたいと

思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員長　異議なしと認めます。 

　　よって、お知らせの日程により行います。 

　　これより日程に入ります。 

　　課長の説明に先立ち、所管部長から発言を求められておりますので、これを許可いた

します。 

　　健康福祉部長。 

○須永正弘健康福祉部長　改めましておはようございます。健康福祉部長の須永でござい

ます。本会議では大変お世話になりました。ありがとうございました。 

　　本日は、議案第４１号　令和６年度羽生市一般会計歳入歳出決算のうち、健康福祉部

所管分の事務事業に関する審査をどうぞよろしくお願いいたします。 

　　なお、あさって１１日は議案第４２号　令和６年度羽生市国民健康保険特別会計歳入

歳出決算ほか２議案、１２日は議案第５３号　羽生市学童保育事業の実施に関する条例

の一部を改正する条例ほか２議案についての審査をよろしくお願いいたします。 

　　それでは、私から説明のために出席しております職員を紹介いたします。 

　　社会福祉課長の一ノ瀬です。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　一ノ瀬です。よろしくお願いします。 

○須永正弘健康福祉部長　国保年金課長の秋本です。 

○秋本　悟国保年金課長　秋本です。よろしくお願いいたします。 

○須永正弘健康福祉部長　高齢介護課長の佐藤です。 

○佐藤友美代高齢介護課長　佐藤です。よろしくお願いいたします。 

○須永正弘健康福祉部長　こども家庭課長の稲田です。 
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○稲田信一こども家庭課長　稲田です。よろしくお願いいたします。 

○須永正弘健康福祉部長　児童保育課長の鈴木です。 

○鈴木尚美児童保育課長　鈴木です。よろしくお願いいたします。 

○須永正弘健康福祉部長　健康づくり推進課長の本間です。 

○本間健史健康づくり推進課長　本間です。よろしくお願いいたします。 

○須永正弘健康福祉部長　それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

○中島直樹委員長　それでは、議案第４１号　令和６年度羽生市一般会計歳入歳出決算の

うち、本委員会付託部分を議題といたします。 

　　社会福祉課所管部分について、社会福祉課長に説明を求めます。よろしくお願いしま

す。 

　　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　改めまして、社会福祉課長の一ノ瀬でございます。よろしく

お願いいたします。 

　　同席しております職員を紹介させていただきます。 

　　課長補佐兼生活支援係長の飯塚でございます。 

○飯塚　保課長補佐兼生活支援係長　飯塚です。よろしくお願いします。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　それでは、着座にてご説明させていただきます。 

　　それでは、議案第４１号　令和６年度羽生市一般会計歳入歳出決算について、別冊１、

歳入歳出決算事項別明細書の５４ページになります。 

　　第３款民生費、第１項社会福祉費から社会福祉課所管部分について順次説明申し上げ

ます。 

　　初めに、社会福祉総務費について主な項目を説明いたします。 

　　まず、社会福祉一般経費、第１２節委託料３７３万９，７５５円ですが、心配ごと相

談業務委託料や社会福祉法人指導監査支援業務委託料、生活困窮者子どもの学習支援業

務委託料などとなります。 

　　５５ページに移ります。 

　　学習支援業務は、生活困窮世帯等に属する小学生、中学生、高校生の学習支援をはじ

め日常生活の改善や居場所づくりを行うことも目的とした業務で、ＮＰＯ法人羽生子育

てサポートキャロットに委託したものとなります。財源として国の生活困窮者就労準備

支援事業費等補助金となります。 
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　　それから、第１９節扶助費、住居確保給付金４５万２，０００円ですが、離職または

廃業等から２年以内で、経済的に困窮し住居を失うおそれのある方などに、当面の住宅

及び就労機会の確保に向けて家賃を補助するものとなります。財源として国の生活困窮

者自立相談支援事業費等補助金となります。 

　　続きまして、社会福祉団体等助成事業についてご説明申し上げます。 

　　第１８節負担金補助及び交付金６，３５１万７，４５０円でございますが、全て団体

への補助金でございます。主なものといたしましては、社会福祉協議会の補助金

５，００４万２，０００円となります。社会福祉協議会の運営及び活動を支援するため

の補助金で主に協議会の運営に要する人件費となります。 

　　５６ページに移ります。 

　　続きまして、自立支援給付費等事業１７億３,５２５万６，１０１円について説明申

し上げます。 

　　こちらは障がい者の方に実施した福祉サービス等の経費でございます。 

　　第１２節委託料１，９４２万３，５２８円でございますが、主なものといたしまして

委託料の上から３つ目、意思疎通支援事業委託料４４９万１，０００円は聴覚障がい者

の方などの社会生活を支援するための手話通訳者等を派遣する事業となります。 

　　上から４つ目、障がい者就労支援センター業務委託料１４４万７，０８６円、それか

ら、６つ目の障がい者相談支援事業委託料６３０万５，５６７円は、身体、知的、精神

それぞれ障がいのある方などから様々な相談に対応する事業を、社会福祉法人に委託し

て実施したものとなります。 

　　また、一番下の基幹相談支援センター委託料３０８万８８０円は障がい福祉に係る市

内事業所への定期巡回や日常的な相談受付、困難なケースの助言など相談支援等の中核

的な役割を担うものとして、社会福祉法人に委託して実施したものです。 

　　障がい者就労支援センター業務の委託先は共愛会、障がい者相談支援事業、基幹相談

支援センター業務の委託先は共愛会と幸生会で、この３つの事業は加須市、行田市と

３市共同で行なっているもので、記載されている金額は羽生市の負担分でございます。 

　　次に、委託料の下から３つ目、自立支援給付等システム改修委託料２４２万円ですが、

こちらは国の制度改正に合わせてシステムを改修したものとなります。 

　　５７ページに移ります。 

　　続きまして、第１９節扶助費１６億９，３０１万４，３２１円をご覧ください。 
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　　こちらは主に居宅介護、短期入所、生活介護、就労継続支援などの、障がい者の皆様

が福祉サービス事業所において利用した様々なサービス利用料の市負担分となっており

ます。この中で主なものですが、生活介護費４億２，３９５万７，９５８円は常時介護

を必要とする障がい者の方に、障がい者施設において通所または入所により入浴、排せ

つ、食事などの介護や援助を提供するサービスとなります。 

　　それから、施設入所支援費１億５，０３０万３，４３９円は介護を必要とする障がい

者や自立訓練などを利用している障がい者の中で、単身生活が困難な方または通所が困

難な方に夜間における居住の場を提供し、入浴や食事などの日常生活上の世話を行うサ

ービスとなっております。 

　　それから、就労継続支援費２億８，５２１万９，５３３円は障がい者の方に就労の機

会を提供し、生産活動その他の活動の機会を通じ知識や能力の向上のために必要な訓練

を提供する事業となります。 

　　共同生活援助費２億７，６７２万６，１７１円は夜間や休日に共同生活を行う住居と

してのグループホームでの入浴、排せつ、食事の介護を行う費用となっております。 

　　少し下に移りまして、放課後等デイサービス費１億４，７２７万４，１９５円、こち

らは就学している障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において生活能力

向上のための訓練等を継続的に提供することにより、自立の促進と放課後の居場所づく

りを推進する事業となります。これらの主な財源として国の障がい者自立支援給付費負

担金が事業費の２分の１、県の負担金が４分の１となっております。 

　　５８ページに移りまして、一番上の部分、第２２節償還金利子及び割引料でございま

すが、こちら１，８３２万３，０５３円は、令和５年度分の扶助費の実績に基づく負担

金の確定額と既に国及び県から交付された負担金の差額分の返還金となります。 

　　次に、障がい者支援事業１億６，２６１万７，１９４円ですが、こちらも障がい者福

祉サービスに関する経費でございます。自立支援給付費等事業とは補助金制度が異なる

ため別建てとなっております。 

　　第１２節委託料１７９万７，５０１円ですが、こちら主なものとして重度心身障がい

者医療費審査支払手数料１４０万３，５０９円、こちらは埼玉県国民健康保険団体連合

会及び社会保険診療報酬支払基金に対し重度心身障害者医療費の審査等委託料となりま

す。 

　　次に、第１９節扶助費１億５，９２９万５，６０７円ですが、こちらのうち主なもの
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として重度心身障がい者医療費助成費１億５４２万４，５１７円、こちらは対象の方が

医療受診した際の自己負担分を助成したものとなります。財源は県の重度心身障がい者

医療費補助金として補助率は２分の１となります。 

　　続きまして、一番下の物価高騰対策給付金事業２，５７０万２，４４５円について申

し上げます。 

　　この事業は令和５年度に実施した電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業

を追加的に拡大し、住民税非課税世帯等へ１世帯当たり７万円を追加支給したものとな

ります。令和５年度に予算化されたものでございましてその予算を一部繰り越して実施

したものとなります。 

　　５８ページの下のほう、負担金補助及び交付金２，４８５万円でございますが、こち

ら３５５世帯分の給付額となります。 

　　続きまして、物価高騰対策給付金事業（均等割のみ課税世帯）１億２，８８１万

８，６３３円について申し上げます。 

　　この事業は物価高騰の影響を大きく受ける住民税均等割のみ課税世帯等への生活支援

として、１世帯当たり１０万円を給付したものです。こちらも令和５年度に予算化され

たものでありましてその予算の大部分を繰り越して実施したものとなります。 

　　５９ページに移りまして、第１８節負担金補助及び交付金１億２，４７０万円でござ

いますが、こちら１，２４７世帯分の給付額となります。 

　　続きまして、物価高騰対策給付金事業（新たに住民税非課税となる世帯）

９，９５３万６８８円について申し上げます。 

　　この事業は令和６年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯等への生活支援と

して１世帯当たり１０万円を給付したものとなります。 

　　第１８節負担金補助及び交付金ですが、こちらは９４１世帯への給付金となります。 

　　続きまして、物価高騰対策給付金事業（令和６年度非課税世帯給付追加分）１億

４，３９２万９，９６８円について申し上げます。 

　　この事業は物価高騰の影響を大きく受ける非課税世帯への生活支援として１世帯当た

り３万円を給付したものとなります。 

　　なお、受付期間を令和７年５月３１日までとしたことから予算の一部を令和７年度に

繰り越しております。 

　　６０ページに移りまして、第１８節負担金補助及び交付金１億４，１４８万円でござ



－8－

いますが、こちらは４，７１６世帯への給付額となります。 

　　次に、７６ページへ移りまして、第３項生活保護費、第１目生活保護総務費について

ご説明いたします。 

　　７７ページに移ります。 

　　生活保護総務一般経費１，６８３万５，３２５円についてご説明いたします。 

　　一番下のほう、第１２節委託料７９９万８，７２１円でございますが、上から２番目、

生活保護システム等保守委託料４０７万５，５００円、こちらは生活保護費の計算、経

理処理、医療保険、介護保険の発行業務等を実施するためのシステムの保守委託料とな

ります。 

　　次に、生活保護システム等改修委託料２０９万円でございますが、こちらは国の制度

改正等に合わせたシステムを改修したものとなります。 

　　７８ページに移ります。 

　　続きまして、第２目扶助費についてご説明いたします。 

　　生活保護費９億９，０４３万４，９６４円ですが、１９節扶助費９億７，１０３万

１，７９９円は生活保護費として支給したものとなります。 

　　なお、令和７年３月３１日現在における羽生市の生活保護受給者は４６３世帯、

５８５人となっております。 

　　この扶助費のうち額が大きい主なものを申し上げますと、まず生活扶助費２億

８，００３万６，８９３円、こちらは日常生活のための食費や光熱費等に充てる費用と

なります。 

　　続いて、住宅扶助費１億５，３２７万９９７円は賃貸住宅の家賃等に充てる費用とな

ります。 

　　続きまして、医療扶助費４億５，０６９万４，５７１円、こちらは病気やけがをした

場合などの医療費などに充てる費用で、こちら医療扶助費は当事業の扶助費において

４６．４％を占めております。これら扶助費の主な財源として国の生活保護費負担金が

事業費の４分の３となっております。 

　　第２２節償還金利子及び割引料１，９４０万３，１６５円は、令和５年度分の扶助費

の実績に基づく負担金の確定額と既に国及び県から交付された負担金の差額分の返還金

となります。 

　　少し戻りまして、１８ページに移ります。 
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　　こちら生活保護事業に係る歳入、生活保護費返還金でございますが、調定額

７，２２５万８，３３０円のうち、１９６万９，６３６円を金銭債権の消滅時効の完成

により不能欠損処理いたしました。生活保護費返還金は非保護世帯において保護決定後

に財産があることが判明した場合や収入の未申告が出た場合などに、その財産、収入の

範囲内で支給済みの保護費の返還を請求するものとなります。 

　　公債権は消滅時効が完成すると援用を要せず自動消滅となりますが、近年、生活保護

費返還金について時効が完成しても不能欠損処理がなされておりませんでした。今後不

能欠損処理を適切に行いまして債権管理の適正化を図ってまいります。 

　　７８ページに移ります。 

　　一番下の災害救助費８８万６，３６３円について説明申し上げます。 

　　こちら第１８節負担金補助及び交付金の補助金、り災者応急住宅費補助金２４万円は

建物火災により住宅を失った市民が賃貸住宅を借りるための補助金となります。 

　　７９ページに移ります。 

　　こちら扶助費でございますが、火災の見舞金等として６０万円を支給したものとなり

ます。 

　　説明は以上となります。よろしくお願いします。 

○中島直樹委員長　ただいまの課長説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言をお願いします。 

　　松本委員。 

○松本敏夫委員　今、課長の説明だったんですけれども、生活介護費で４億２，０００万

円の大きなお金が計上されているんだけれども、これはどういう条件で、どういう条件

に当てはまった方の人数か、それを出しているのか、ちょっと教えてください。決算だ

から、歳出のほうですよね、これ。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　障がい福祉サービスの生活介護費ということでよろしいでし

ょうか。 

　　こちら生活介護費として約４億２，０００万円ほどとなっておりますが、こちらは利

用した実人員としては１４５人となっておりまして、延べ日数で申し上げますと、３万

６５０日となっております。 

　　こちらのほうは年々ちょっと増えている状況でございまして、昨年度よりも
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１，０００万ほど決算額としては増えている状況でございます。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　松本委員。 

○松本敏夫委員　１４５名でこれだけのお金を使うのか。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　こちらが常時介護を必要とする障がい者の方となっておりま

して、障がい者支援区分のほうも高い、６段階の３以上の方が主な対象になっておりま

して、かなりその時間数としては長い時間必要となるサービスでございますので、どう

しても金額としては高くなってくるものとなっております。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　ほぼ寝たきりのような感じの人が多いんですよね。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　そういった方もいるようなサービスとなっておりますので、

どうしても１人に対するサービスの量が多いものとなりますので、ちょっと金額のほう

が大きくなるものになります。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　川田委員。 

○川田真也委員　毎度、毎度生活保護のところでちょっと質問させてもらうんですけれど

も、決算で、私１０億円超えちゃうかなと思っていたんですけれども、ぎりぎり１０億

円を超えないで約９億９，０００万円でどうにか大丈夫だったのかなと思うんですけれ

ども、そこの中で人数を教えていただいたんですが、抜け出せた方と新たに増えた、生

活保護を受けるようになった方の世帯数やら、人数やらの詳細を教えていただければと

思うんですが。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　令和６年度におきましては、新しく開始された方が９１世帯、

一方で廃止となった世帯が８８世帯という形になっております。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　川田委員。 

○川田真也委員　やはり８８世帯の方は自立していただいて、行政のほうの協力があって

自立していただいたのかなと思うんですけれども、新たに９７世帯の方が生活保護を受
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けることになってしまったということで、結局プラスになってしまったと、ちょっと残

念なんですが、できるだけ自立できるようにしていただければと指導のほうをしていた

だければと思います。 

　　もう一つ、その生活保護の中で、やはり課長もおっしゃっていたんですけれども、医

療費が非常に大きいと、この医療費を減らすということはできないでしょうか。いろい

ろほかのいろいろな事例を見て、私もそんなことあるのかなとか思うことがあちこちか

ら聞こえてくるんですけれども。例えば、生活保護を受給されている方が病気なりけが

なりしてお医者さんにかかると、これ都市伝説だと思うんですけれども、病院のほうは

生活保護受給者なので取り放題だというような形で、高額な医療費を請求してくるとい

うような病院があるみたいよみたいな話も聞くんですけれども、生活保護を受給されて

いる方だから高度な医療を受けられるとかそういう実態はないですよね。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　基本的には保険診療の適用されるものが原則となってまいり

ますので、そのあたりは通常の方が医療を受けるのと同じものだと考えております。 

　　医療費の削減についてなんですが、実際、高齢者世帯の方がどうしても大きな部分を

占めておりますので、どうしても一定の医療費というのがかかってくるのはこの辺につ

いては仕方がないのかなと考えております。 

　　また、国のほうのいろいろな指導で、その中で頻回受診、同じ病気で何回も診療を受

けるような場合についてはチェックが入るようになっておりますので、羽生市のほうで

はその辺をチェックした中では、国の基準に引っかかるような方はいらっしゃらなかっ

たんですが、あとは基本的にはジェネリック医薬品のほうを使用してくださいという形

になっていますので、その辺の指導の徹底もしてまいりたいと考えております。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　ほかにございますか。 

　　昆委員。 

○昆　佳子委員　物価高騰の、新たに住民税非課税等となる世帯になった方はどれくらい

の世帯があるのでしょうか。 

○中島直樹委員長　課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　物価高騰対策給付事業の新たに住民税非課税世帯等となる世

帯の事業につきましては対象世帯が９６２世帯ございました。このうち９４１世帯の方
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に給付しておりまして、約９８％の方に給付ができております。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　昆委員。 

○昆　佳子委員　受けられなかった方というのは、新たにこの住民税非課税世帯が給付で

きるということを知らなかった、申請がなかったとかということなんでしょうか。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　こちらの方々にお知らせのほうはしてありまして、そういっ

た申請がなかったということで、こちらも勧奨通知等で改めてお知らせしたりですとか、

また、あとは広報などでその期間中はずっと勧奨の記事を掲載するなどして、呼びかけ

てはいたんですが、ちょっとどうしてもやはり基本的には一定数申請されない方がいら

っしゃいますので、ちょっと全員に給付できていないような状況となっております。 

　　以上です。 

○昆　佳子委員　分かりました。以上です。 

○中島直樹委員長　西山委員。 

○西山丈由委員　５４ページで、社会福祉一般経費ですか、地域福祉計画策定委員報酬

７人分が２万５，０００円とかなんですけれども、この内訳というのはどうなっている

んでしょうか。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　まず、委員長の報酬が４，０００円、その他の委員が

３，５００円となっておりまして、委員長とその他の委員６人分の報酬となっておりま

す。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　西山委員。 

○西山丈由委員　当初予算では１４人分で５万円の計上だったんですけれども、半分減っ

た理由というのは何かあるんですか。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　１４人は定数の人数となっておりまして、このうち出席され

た人数の方に報酬を支払うものなんですが、その出席された方の中でも行政の人間でし

たり、あとは報酬の受取りを会社等の都合でできないということでお断りされた方々に

ついては支払っておりませんので、実際に支払った人数は７人ということでの決算とな



－13－

ります。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　丑久保委員。 

○丑久保恒行委員　５年度と６年度の生活保護世帯が増えている。８８の世帯が自立をし

て、新たに９７世帯が、新たに生活保護世帯になったという先ほどの説明だったわけで

すが、歳入、返還金が８８０万円近い返還金の収入があると。ちょっと私８０ページあ

たりから１８ページに飛んじゃったんで詳しい説明を確認できなかったんですが、生活

保護世帯が増えたにもかかわらず、生活保護費の返還金が８８０万円近い数字となった

というこの訳といいますか、もう一度確認の意味で教えていただければと思います。 

　　通常増えたということは、それだけ支出が増えるということなんですが、収入が逆に

８８０万円近い、８７６万５７４円の返還金収入ということでこの辺はどうなんでしょ

うか。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　こちらの生活保護費返還金につきましては、生活保護を受け

てから遡って年金の支給が受けられたですとかそういった場合に、その受けられた年金

等の収入の範囲でそれまでにお渡ししていた生活保護費を返還していただく形となりま

す。 

　　生活保護費につきましては、どうしてもほかの収入とかそういったものがあったらそ

ちらを先に充てていただくというのが前提となっておりますので、ただ、申請者の方の

中にはかなり逼迫した状況で申請してこられる方がおりまして、その中で生活保護費を

一旦支給して生活を安定させた上で、その中で年金等の請求等の事務手続を進めていっ

て、それが終わりましたらその支給を受けた範囲でそれまでにお支払いしていた生活保

護費を返還していただくというような形となります。 

　　そのほかにも、過年度において一部不正受給であったりとか、そういったものについ

ての返還金も少しずつではありますが返還していただいている状況でありますので、そ

ういったものの積み重ねとしてその生活保護費返還金の収入がなっているものとなって

おります。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　丑久保委員。 
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○丑久保恒行委員　月間７万円前後の生活保護費、したがって、１２か月加えますと

８０万円余りと。そうすると、８８０万円近いということですから１０名余りというこ

とになるわけですが、かなり差し引いて、事前に、先に保護費を渡して、年金等が入っ

た場合に受け取るといいますか、そういう人たちの絶対数というのは１０名余りでよろ

しいのかどうかということなんですが、数字上そういうことが言えるわけでありまして、

この辺はたくさんおるんですか。それとも数字上１０名余りで、収入額がこうなってい

るわけですが、どうでしょうか。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　人数について今、現時点ですぐ出せる状況ではないんですが、

必ずしも１年分をそのままお返しいただくというわけではなくて、その数か月分をお返

しいただくというのが多いような状況でございます。人数につきましても三、四十人程

度になろうかと見ております。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　５４ページの職員人件費のところの職員手当等で、時間外勤務手当が

４３７万４，３８５円ということで、当初予算は３１０万円だったんですよ。何か時間

外が増えている要因というのはどういったものが挙げられるのかお伺いします。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　こちらの社会福祉総務費の職員人件費につきましては、主に

障がい福祉係の職員人件費となりまして、こちら障がい福祉係におきまして、各サービ

スの利用量、利用者ともに増加しておりまして、自立支援給付費なども毎年１億円ずつ

上がっているような状況でございます。 

　　そういったところで業務量が増えているのと、また対応が困難なケースというものも

増えておりまして、全体的に時間外勤務が増えたものと考えております。 

　　それから、昨年度につきましては年度当初に１名、そういった状況もあるので人員を

増やしていただいたんですが、１０月から１年育児休暇で、また半年人がいないような

状況もありまして、そこに再任用職員の方を充てていただいたりはしていたんですが、

ちょっとそういった様々な状況がありまして、ちょっと時間外勤務が増えているような

状況でございます。 
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　　以上です。 

○中島直樹委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　負荷軽減みたいな、今後はどうしていこうかみたいな、そういうのは考

えはあるんでしょうか。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　どうしても利用者等増加している傾向にございますので、ち

ょっとそのあたりはまた人事担当の総務課さんのほうにも状況のほうはお話ししまして、

人員の増加というのもちょっとお願いしていこうかとは思ってはいるんですが、それか、

業務の効率化そういったものも、いつも考えているところではございますが、なかなか

やはりお客さん相手の業務となりますので、ちょっとどうしても窓口業務、どうしても

時間のかかる方も多くいらっしゃいますので、ちょっとその辺が効率化図られていない

なというところはありますので、そういったところも含めて今後考えていきたいと思い

ます。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　今度は５５ページなんですが、右上のところに生活困窮者子どもの学習

支援業務委託料ということで１９７万７，８５５円と、議場でも成果も語られたんです

けれども、周知というのが、今年度といいますか令和６年度はどういった周知をして、

どれぐらい対象者がいて、何人ぐらいの方がこれを受けられたのかというのをお伺いし

ます。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　令和６年度におきましては参加人数としては３１人、令和

５年が３５人でしたので少し減っているような状況となっております。 

　　周知につきましては、児童扶養手当ですとか、あとは教育委員会のほうで行なってい

ます就学援助、そういったものの決定通知の中にチラシを同封させていただいて、その

対象の方にピンポイントで通知が渡るような形で周知を行なっているところでございま

す。 

　　そういったことで一定程度通知を行なった方からの申込みなどもあったんですが、一

方で、ちょっと議案質疑の中でも申し上げたんですが、生活保護世帯のお子さんのほう

はちょっと人数がなかなか伸びないというところもありまして、今後そういったところ
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の利用の呼びかけ、その辺をちょっと力を入れていきたいと考えております。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　参加の対象者自体というのは、同封された方はどれぐらいいたのかとか、

何人ぐらい対象でそのうちどれぐらいなのかというのが１つと、あと、制度自体が生活

保護を受けられている方が少ないということなので、まだまだどういうものかよく知ら

れていないということなんでしょうか。どういったところで低い要因となっているのか。

その辺をどう考えているのかお伺いします。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　周知のほうの対象人数につきましてはおおむね４００人程度

と考えております。 

　　それと、生活保護世帯のほうでなかなか広がらないというところにつきましては、や

はり保護者の方にその必要性ですとかそういったところがうまく伝わっていないのかな

というところもございますので、そのあたりはケースワーカー等を通じてちゃんと説明

していければというふうに考えております。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　周知しているのは４００人ほどということだったんですけれども、やは

り多くの方がこういうのを、制度を利用しようとすると結構予算も限られてしまうので、

そうした場合というのは補正を組んだりとか予算を増やすような取組も考えがあるのか

どうか、なかなか予算に合わせて対象者を絞っちゃうようなことになっていないのかど

うか、ちょっとその辺をお伺いします。 

○中島直樹委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　予算につきましては今現在４０名程度が受講できるような形

で組んでおります。今後もし増えるようであれば、そのあたりは委託しているキャロッ

トさんとも相談しまして、そちらの受入れ体制というところもございますので、そうい

ったところは協議が必要かと思いますが、今現在においてはちょっと伸び悩んでいる状

況でございますので、まずはそこについて力を入れていきたいというふうに考えており

ます。 

　　以上です。 
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○柳沢　暁委員　分かりました。 

○中島直樹委員長　委員として質疑したいので、委員長を代わります。 

○柳沢　暁副委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　さっき生活保護の返還金の話がありました。あそこで危惧するのが、恐

らく川田委員も丑久保委員も危惧している点がこの点についてあると思うんですけれど

も、羽生の行政、福祉課としてその制度に対するチェック体制が甘い、それがゆえに支

給してしまったものが返還をせざるを得ない、後に資産があったとかという話ですけれ

ども、今、丑久保委員の説明に対しては年金とか本当に生活困窮、目先のあしたの話が

分からない、あしたあさっての話が分からないということで一時支給をして、後に年金

等が入って返還をしていただくという説明でしたけれども、そもそもチェック体制が甘

いとか、悪質で資産を隠し持っていたと、そういう例があるのかないのか。あるんだと

したらどれぐらいなのかというのを教えてください。 

○柳沢　暁副委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　まず、チェック体制につきましては、国・県の基準に従いま

して行なっているところではございます。国のほうの指導としましては申請から１４日

以内にまずは決定しなさいということで、基本的にはその範囲で調査が全部終わってい

なくても決定をしなさいということになっている部分があります。 

　　どうしても要求している資料が出ないとか、なかなかこちらの質問に答えないという

ような場合には３０日を限度にということにはなっておりまして、どうしてもその調査

への協力体制ですとか、その資料が出ないというところになれば却下というところも行

うような形となっております。なので、チェックにつきましてはこちらとしては一定程

度基準に基づいてやっているというところではございます。 

　　それから、悪質な事例ということなんですが、資産を隠しての申請というのはあまり

ないところではあるんですが、どちらかといったら収入の未申告あるいは過少申告とい

うところがこの不正受給については多いところでございます。これにつきましては課税

調査等で収入の状況をこちらも確認しまして、それ以外にも怪しい点があればその辺を

確認して指導は行なっているところなんですが、どうしてもこちらでも捕捉し切れない

部分は出てきますので、そういったものについては返還を求めていくというような形に

なりまして、ちょっと返還金が積み上がるというような状況になっております。 

　　件数としましては、今年度の不正受給の件数としましては令和６年度は１３件ござい
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ました。このうちやはり就労収入の申告によるものが８件と多い状況でございますので、

このあたりについてしっかり確認等を今後も続けていきたいと考えております。 

　　以上です。 

○柳沢　暁副委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　大変な、本当に大変な行政手続だと思うんですけれども、その辺は公

平・公正のために、また働いている人が正直者がばかを見ないような体制であるべきだ

と思うので、その辺はよろしくお願いします。 

　　同じく、関連して生保で、これが令和６年度決算だから、６年度申請が来て却下とい

うお話がありました。却下の件数というのは６年度においてどれくらいあったのか、ま

た、近年振り返ってみると傾向としてどうなのか、数字が分かるようでしたら教えてく

ださい。 

○柳沢　暁副委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　却下のケースとしましては令和６年度は４件ございまして、

令和５年度、３件、令和４年度、５件という形で数件程度で推移しておりますので、そ

れほど増減がなく、何か傾向がというような状況ではございません。 

　　以上です。 

○柳沢　暁副委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　その却下の理由としては、やはりまだ生活保護の基準、受給される基準

に、見たら資産がある、あるいはほかに援助してくれる人がいるであろうという、その

しゃくし定規な行政的な判断の中で却下という理由でよろしいですね。 

○柳沢　暁副委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　基本的にはその生活保護の最低限必要な生活費というところ

より収入のほうが多いというふうなところが一定程度ありますので、そういった場合に

ついてはやはり却下ということで、少し形式的にはなってしまいますが、そういったと

ころの却下は多いというふうに見ております。 

　　以上です。 

○中島直樹委員　繰り返しますけれども、本当に大変な行政手続なので引き続きよろしく

お願いします。 

○柳沢　暁副委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　５５ページの保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補
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助金というのは、これは保育所等と出ていますけれども、この後、児童保育課で詳細に

ついてはありますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員　じゃ、そちらで大丈夫。社会福祉課のほうでは「等」と書いてあるので、

保育所等のほかにどういったところが含まれるのかというのもそこで思ったのと、あと

具体的に予算ではうっすらと説明があったような記憶があるんですが、具体的にどのよ

うなことが行われてその効果はどう検証されているのというのを教えてください。 

○柳沢　暁副委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　先ほどの補助金なんですが、対象のほうが福祉事業所のほう

の子どもが通うようなところにつきまして対象となっておりますので、そういった中で

市内での事業所の要望等を確認したところ１事業所から要望がございまして、その中で

施設内の監視カメラの設置というところで１件補助金を出したものとなっております。 

　　すみません、効果検証まではまだ至っておりません。 

　　以上です。 

○柳沢　暁副委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　ぜひ予算で出したものでつけたのなら、効果なり、その現状を確認すべ

きだと思うのでその辺は抜かりなくよろしくお願いします。 

　　これはすごく重要なことで、まだおまえこだわっているのかと言われたりすることも

あるんですけれども、社会福祉協議会です。５，０００万円近く補助金を出している、

ご承知のことかと思いますが、昨年度、一昨年度、社会福祉協議会で大変な問題であろ

うということが起こった。それはパワーハラスメントであり職員の退職でありというと

ころです。部長のほうは理事として、理事でよかったですよね。 

〔「常務理事」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員　常務理事、役員として名を連ねていますけれども、その辺今年度、７年

度は体制が大きく変わって、現在として同じことが繰り返さないように、私は市役所の

関わり、特に人事のことであったりとか体制のことについて、職員の綱紀保持について

関わりを強くすべきなんじゃないのかなというふうに思っているところがあるんですが、

その辺はいかがでしょうか。６年度決算ということですけれども、ちょっと関わり方が

変わったようなことがあるようだったら教えてください、社協の運営に対してです。 

○柳沢　暁副委員長　健康福祉部長。 
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○須永正弘健康福祉部長　社協の運営に関していろいろとご心配いただいて恐れ入ります。 

　　年度が替わりまして、局長も新しい局長になりました。その局長就任に当たっても、

会長の市長だったり、それから新しい年度について新体制でしっかりやっていこうとい

うことで会長からも訓示をいただきましたし、その場に私も同席、まだ常務理事就任前

だったんですけれども同席してこれを一緒によろしくお願いしますということで進めて

おります。 

　　局長が代わってからも非常に職員間のコミュニケーション等も取れておりますし、現

在のところ、特段職員の中でのそういう何かがあったとかということはこちらとしても

聞いてはおりません。非常に風通しがよくて、情報もそれぞれオープンにして共有して

ということで、事務局長のほうできっちりやっているところでございます。 

　　以上でございます。 

○柳沢　暁副委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　ちょっと決算とはずれちゃうんですけれども、今度局長がずいぶん若返

った、今までになく若返った中で状況によっては、現場の詳細を把握していませんが、

社協のあそこの組織の中で局長より年長の方が組織図の中で局長の下にいたりとかする、

ましてや社協の職員のプロパー、生え抜きがいる中で役所から来たということで、孤立

しがち、情報が上がらないとか孤立してしまうということもあり得るので、その辺のこ

とについてはしっかり部長のほうで、常務理事でしたか、ということで役がついている

わけですから、フォローをしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○柳沢　暁副委員長　健康福祉部長。 

○須永正弘健康福祉部長　委員のおっしゃるとおりでございまして、その辺については、

職員間に壁をつくらないという形で、局長もそうですし私のほうもそちらに常日頃から

関わりながら、社協の運営体制が今後円滑に順調に進むような形で関わっていきたいと

考えております。 

　　以上でございます。 

○中島直樹委員　二度と同じことが起こらないようによろしくお願いします。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員　以上、質疑を終わります。 

○柳沢　暁副委員長　委員長の職務を戻します。 

○中島直樹委員長　ほかに委員から質疑ありますか。 
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〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員長　これにて質疑を終結いたします。 

　　暫時休憩します。 

 

午前１０時２８分　　休　憩 

 

午前１０時４０分　　開　議 

 

○中島直樹委員長　それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第４１号、国保年金課所管部分について、国保年金課長に説明を求めます。よろ

しくお願いします。 

○秋本　悟国保年金課長　国保年金課長の秋本でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

　　同席する職員を紹介いたします。 

　　後期高齢年金係長の山畑でございます。 

○山畑佳菜後期高齢年金係長　山畑です。よろしくお願いいたします。 

○秋本　悟国保年金課長　それでは、着座にて失礼いたします。 

　　令和６年度一般会計歳入歳出決算における国保年金課所管部分を説明させていただき

ます。 

　　歳出の説明と併せて関連する歳入についても説明させていただきます。ページが飛び

飛びになってしまうことをご了承ください。 

　　歳入歳出決算書の６０ページをご覧ください。 

　　第３款民生費、第１項社会福祉費、第２目国民年金事務費です。 

　　国民年金事務費のうち国民年金事務一般経費は１２７万５，６６１円です。前年度と

比較し１３万６，７５０円の増額です。会計年度任用職員の人件費の増額が主な要因で

す。 

　　第１節報酬から第１１節役務費につきましては国民年金の加入、資格異動諸手続の事

務に要した費用です。国民年金に関する事務は法定受託事務であり、原則として国庫委

託金により賄われます。 

　　１１ページをご覧ください。 
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　　第１４款国庫支出金、第３項委託金、第２目民生費委託金のうち、第１節社会福祉費

委託金の備考欄、国民年金事務委託金１，７３８万６，２５９円が財源となっておりま

す。 

　　続きまして、６２ページをご覧ください。 

　　第３目老人福祉費、後期高齢者医療事業です。後期高齢者医療特別会計繰出金は７億

９，７１２万４，７５７円です。繰入れ側の後期高齢者医療特別会計の決算については、

あさっての常任委員会において説明させていただきますが、繰入額の確認をお願いした

いと思います。 

　　１９６ページをご覧ください。 

　　第３款繰入金のうち第１項一般会計繰入金の収入済額が７億９，７１２万

４，７５７円で、一般会計からの繰出金と一致いたします。 

　　なお、後期高齢者医療特別会計への繰出金のうち、県から後期高齢者医療保険基盤安

定負担金として１億１，９０６万４，１２１円が一般会計の収入となっておりますので、

差引き６億７，８０６万６３６円が市の負担分となります。 

　　続きまして、後期高齢者医療特別会計と関連する一般会計の歳入について説明いたし

ます。 

　　１６ページをご覧ください。 

　　第１８款繰入金、第２項特別会計繰入金、第４目後期高齢者医療特別会計繰入金、備

考欄、後期高齢者医療特別会計繰入金４６３万２，０００円については、後期高齢者医

療特別会計からの繰出金で、令和５年度分の後期高齢者医療費の市負担の精算により後

期高齢者医療広域連合から還付されたものです。 

　　続きまして、１８ページをご覧ください。 

　　第２０款諸収入、第５項雑入、第１目後期高齢者健康診査委託金２，９６９万

９，０７４円は広域連合から市に委託された健康診査に係る経費分の収入です。 

　　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業委託金５８７万５，０３７円は、令和

５年度から埼玉県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて実施している事業に係る経

費分の収入です。 

　　６２ページ、６３ページをご覧ください。 

　　備考欄、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業７万５，０３７円については

先ほどの歳入に対する事業の歳出になります。国保年金課が実施しております保健事業、
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高齢介護課が実施しております介護予防事業、健康づくり推進課が実施しております健

康増進事業を連携させることで、高齢者一人一人が健康で自立した生活が送れるよう高

齢者の介護予防、健康づくりに取り組むものです。 

　　主なものといたしましては、第１２節委託料、講師等委託料５万５，７４０円につき

ましては地域で開催されておりますいきいき百歳体操の会場に、歯科衛生士と管理栄養

士の方を講師として依頼し、それぞれ５回講話を実施していただいたものです。参加人

数は延べ１９４名でした。 

　　続きまして、第４目国民健康保険事業費をご覧ください。 

　　備考欄、国民健康保険事業の国民健康保険特別会計繰出金は３億４，９０４万

７８７円です。繰入れ側の国民健康保険特別会計の決算についても、後期高齢者医療特

別会計と同様にあさっての常任委員会において説明させていただきますが、繰入れ側の

確認をお願いしたいと思います。 

　　１６０ページをご覧ください。 

　　第６款繰入金の第１項、第１目他会計繰入金の収入済額欄３億４，９０４万７８７円

で一般会計からの繰出金と一致いたします。 

　　なお、国民健康保険特別会計の繰出金のうち国から国民健康保険基盤安定負担金とし

て４，７０６万７，１９４円、また、県から同じく国民健康保険基盤安定負担金として

１億２，８４８万７，８０８円が一般会計の収入となっておりますので、差引き１億

７，３４８万５，７８５円が市の負担分となります。 

　　以上、令和６年度一般会計歳入歳出決算における国保年金課所管分の説明を終わりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○中島直樹委員長　ただいまの課長説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　丑久保委員。 

○丑久保恒行委員　国民年金の関係でありますけれども、一般会計からの繰出金が６億円

余りという説明がありました。令和６年度、６億何とかという詳しい数字は確認できな

かったんでありますけれども、これは一般会計からの繰出金、前年度あるいは前々年度、

４、５、６、そして７年度とこの辺の繰出金の額の違いというのは、国民年金に加入し

ている人の増減によって大幅に増えたり減ったりとするわけでありますけれども、羽生

市の場合はその増減については、過去とこの先を考えた場合にどういう変化があるんで
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しょうかという、そういう質問であります。 

○中島直樹委員長　課長。 

○秋本　悟国保年金課長　丑久保委員がおっしゃる６億円というのは、恐らく後期高齢者

医療の市負担分の、これ６億円という数字を使わせていただきましたので、年金につき

ましては事務費もしっかり国の法定事務費としていただいておりまして、こちらで支出

するということは生じておりません。 

○中島直樹委員長　丑久保委員。 

○丑久保恒行委員　国民年金の一般会計からの繰出額というのはどのぐらいなんですか。 

○中島直樹委員長　国保年金課長。 

○秋本　悟国保年金課長　一般会計のみで完結するものでございますので、特に、特別会

計を国民年金は持っているものではございません。実際に委託金としまして

１，７３８万６，２５９円をいただいておりまして、そこから事務費、あと職員の人件

費を賄って、年金事務所に書類の進達などを行なっている事務でございます。実際の支

払いの金額というのはこちら市のほうで扱っているものではございません。 

　　以上、説明となります。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　川田委員。 

○川田真也委員　国民健康保険の数字が出てきたのでちょっとお聞きしたいんですけれど

も、国保の負担額というのは年々市民負担が増えているわけですけれども、そこで現在

の加入者に対しての、加入人数、総数に対しての滞納者数と滞納額というのはどれくら

いあるのか教えていただければと思うんですが。 

○中島直樹委員長　国保年金課長。 

○秋本　悟国保年金課長　あさっての常任委員会でも詳しく収納課とともに説明をさせて

いただきますが、国保のまず６年分の滞納額でございますが、実際の収納率といたしま

しては現年度分で９３．９％を収納しております。実際の収入済額は９億３，３７４万

４，１００円でございまして、不能欠損額が９万１，４００円でございます。収入未済

額が６，０７３万６，２００円となっております。 

　　実際のそこはちょっと話が飛躍してしまいますけれども、国保のほうとしてもそちら

については納付の相談を受け付けたりとかしまして、納付を進めるように収納課と共に

行なっているところでございます。 
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　　以上でございます。 

○川田真也委員　あさってちょっと詳しくまた聞かせていただきたいと思います。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　説明でもあったんですけれども、委託料でいきいき百歳体操の歯科衛生

士とか管理栄養士とか派遣しているということだったんですけれども、これの効果とい

うのはどう捉えているのかお伺いします。 

○中島直樹委員長　国保年金課長。 

○秋本　悟国保年金課長　先ほどの高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業についてで

すが、歯科衛生士さんを百歳体操のところに５回派遣させていただいて、百歳体操をや

っている後とか前、順次に応じて歯というか実際に口の動きとかでフレイル予防という、

やはり弱らないように、そもそも百歳体操に来ている方というのは割かし元気な方なん

ですけれども、さらに元気になっていただこうというところでございます。 

　　栄養士についてはどういうものを食べたほうがいいのかというところをご説明をさせ

ていただいて、説明をした後、数か月おきましてアンケートを取らせていただいており

ます。そのアンケートによって実際に半数以上が説明したことを取り組んでいるという

結果をいただいております。 

　　また、そこのアンケートから、別の意味なんですけれども、運動面が特に注意が必要

だよとでておりますので、実際百歳体操自体もすごく高齢者にとって元気になる秘訣の

一つかなと感じているところではございます。 

　　以上でございます。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員長　暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５５分　　休　憩 

 

午前１０時５６分　　開　議 
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○中島直樹委員長　それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第４１号、高齢介護課所管部分について、高齢介護課長に説明を求めます。お願

いいたします。 

　　高齢介護課長。 

○佐藤友美代高齢介護課長　高齢介護課長の佐藤でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

　　同席する職員を紹介させていただきます。 

　　高齢福祉係長の間篠です。 

○間篠雄介高齢福祉係長　間篠です。よろしくお願いします。 

○佐藤友美代高齢介護課長　それでは、着座にて説明をさせていただきます。 

　　別冊１、歳入歳出決算書の６０ページ下段になります。 

　　第３款民生費、第１項社会福祉費のうち、高齢介護課所管部分についてご説明いたし

ます。 

　　初めに、第３目老人福祉費です。 

　　６１ページに移ります。 

　　右側、備考欄の中段、老人福祉一般経費のうち、主なものについて申し上げます。 

〔「チャンネルが変わらないよ」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員長　暫時休憩します。 

 

午前１０時５６分　　休　憩 

 

午前１１時０３分　　開　議 

 

○中島直樹委員長　再開します。 

○佐藤友美代高齢介護課長　ありがとうございます。 

　　では、６１ページ右側の備考欄の中段、老人福祉一般経費のうち主なものについて申

し上げます。 

　　１０節需用費のうち、修繕料６９万１，４６０円につきましては、もくせいの里のト

イレのウォッシュレット３基や個室のドアの故障に伴う修繕などでございます。 

　　１４節工事請負費２８万８，２００円は、もくせいの里の食堂のエアコンが経年劣化
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により温度管理が不安定になったため１基更新したものです。 

　　１８節負担金補助及び交付金８０９万円につきましては高齢者の方の長寿を祝う敬老

祝金交付金です。令和６年度は７７歳の方９１６名に５，０００円、８８歳の方

３０５名に１万円、９９歳の方２３名に２万円、合計１，２４４名に贈呈したものです。 

　　なお、令和５年度と比較して対象者は１１２名の増でした。 

　　続きまして、備考欄の一番下、生活支援事業のうち主なものについて申し上げます。 

　　６２ページに移ります。 

　　この事業は在宅で生活されている高齢者の方への生活支援で、介護保険の対象ではな

い市独自のサービスに係る経費です。 

　　１２節委託料のうち上から３番目、配食サービス事業委託料２２８万７，１００円は

自分で食事を支度することが困難な独り暮らしの高齢者等を対象に週に１回、安否確認

を兼ねて栄養バランスの取れたお弁当を届けるものです。利用人数は１２４名、提供数

は延べ３，９２１食でございました。 

　　その下、緊急通報業務委託料３４９万４０２円は慢性疾患等により健康上注意を要す

る高齢者等を対象に、急病や突発的な事故に備え、ボタン１つでコールセンターにつな

がるシステムを提供するものです。設置台数は１９０台でございました。 

　　１９節扶助費１２８万６，８４６円につきましては家族介護用品の支給に要したもの

です。在宅で介護を受けている要介護４または５の高齢者で市民税非課税世帯の方へ、

紙おむつまたは紙パンツと尿取りパッドを支給いたしました。実利用者数は３９名でご

ざいました。 

　　次に、介護予防生きがい活動支援事業のうち主なものについて申し上げます。 

　　なお、こちらの事業には県の介護予防生きがい活動支援事業費補助金７９万

２，０００円を充当しております。 

　　１８節の老人クラブ補助金２６７万７，８８８円は羽生市老人クラブ連合会に対する

運営補助金と各地区の単位クラブ５６団体への補助金の合計額です。 

　　次に、老人援護事業のうち主なものについて申し上げます。 

　　なお、こちらの事業には養護老人ホームの入所者から収入に応じて徴収した老人措置

費負担額８６６万１，３７３円を充当しております。 

　　１２節委託料３３７万２，３２０円につきましては自立した生活が難しく養護が必要

な高齢者に対し基本的生活習慣等の指導及び支援をするため、養護老人ホームに一時的
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に宿泊していただくための委託料です。令和６年度は清和園に１０名、加須市のあいせ

んハイムに２名の計１２名、利用延べ日数は５１１日でした。 

　　１９節扶助費のうち、老人措置費６，８５０万７，６１６円につきましては養護老人

ホームへの入所者に係る措置費です。令和６年度は清和園２８名、あいせんハイム３名、

清輝苑１名の計３２名分となります。 

　　次に、社会福祉施設整備助成事業１３１万８，５１９円につきましては、令和４年度

に民間のグループホームを整備する際に活用した県の補助金のうち消費税に当たる金額

を県に返還するものです。 

　　なお、当該償還金につきましては民間施設の設置者である法人からの返還金を充当し

ております。 

　　６３ページに移ります。 

　　第５目老人憩の家費につきましては、手子林及び井泉にあります老人憩の家の管理運

営に係る経常的な経費となります。備考欄、老人憩の家管理運営事業のうち主なものに

ついて申し上げます。 

　　１４節工事請負費３９万８，４２０円につきましてはエアコン室外機の盗難被害を受

け新たにエアコンを設置したものです。内訳としましては手子林憩の家が２基、井泉憩

の家が１基、計３基でございました。 

　　１７節備品購入費２６万８，０６５円につきましては老人憩の家のカーテン一式の購

入に係るものでございます。手子林憩の家は障子からカーテンに、井泉憩の家は古くな

ったカーテンを新調したものです。 

　　６４ページに移ります。 

　　第６目介護保険費でございます。備考欄の２つ目の介護保険一般経費のうち、１９節

扶助費、介護利用者負担助成費３６万２，０３０円につきましては、低所得者の方を対

象に訪問介護サービスを利用した際に自己負担額の一部を助成するもので、１３名の方

に助成をいたしました。 

　　なお、こちらの事業には国と県の低所得者保険料軽減負担金が充当されております。 

　　次の介護保険事業７億８，９３２万４，０００円につきましては介護保険特別会計へ

の繰出金で市負担分となります。前年度と比べ１，３２９万６，０００円、約１．７％

の増となっております。こちらにつきましては１７９ページをご覧ください。 

　　令和６年度羽生市介護保険特別会計歳入歳出決算の歳入のうち、第６款繰入金、第
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１項一般会計繰入金７億８，９３２万４，０００円が一般会計繰出金の受入れとなりま

す。こちらの詳細につきましては１１日の介護保険特別会計の決算報告の際に改めてご

説明をさせていただきます。 

　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○中島直樹委員長　ただいまの課長の説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方はどうぞ。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　６２ページの課長の説明にもあった１２節委託料の緊急通報業務委託料

３４９万４０２円です。これが登録者件数ですか、１９０件というところなんですけれ

ども、近年の状況を見ると令和４年が２１０件、令和５年が１９６件と令和６年が

１９０件と、年々減少傾向にあるんですよ。減少傾向にあるのはどういったところだと

捉えているのかというのが１つと、あと、周知とかちゃんとしっかり知らせているのか

どうか、この辺についてお伺いいたします。 

○中島直樹委員長　高齢介護課長。 

○佐藤友美代高齢介護課長　おっしゃったとおり、確かに台数だけを見ますと減少してい

る傾向です。高齢者が増えている中で台数が減少しているということは何かしら課題が

あるのかなというところは承知をしております。 

　　しかし、一方で独り暮らしの高齢者、やはり慢性疾患などで注意が必要な高齢者にと

って、このボタン１つで救急車も手配できるという非常にシンプルな機械が大変喜ばれ

ているということも現状としてございます。ご指摘のとおり台数として減っているとこ

ろもございますので、そこは今後も研究してまいりたいと思っております。 

　　それから、周知につきましては包括支援センターや、特に高齢者と直接接するケアマ

ネジャーさんのほうから、この方にはこういった機械が有効かなというときにご案内を

していただいている現状でございます。 

　　以上でございます。 

○中島直樹委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　そうですね、やはりあれです、高齢者が増えているのに減少傾向という

のは不思議なところがあるので、ちょっと改めてそういうのをしっかり、お知らせする

方とかとも連携を取ってやっていく必要があるのかなと思うんですけれどもどうでしょ

うか。 
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○中島直樹委員長　高齢介護課長。 

○佐藤友美代高齢介護課長　広報はにゅうの１０月号で、毎年これに限らず福祉サービス

は広くご案内をしているところですが、なかなか自分の身にマッチするようなサービス

かどうかというところが十分に伝わっていないところがあるかもしれません。 

　　これに関しましては繰返しにはなりますが、包括やケアマネジャーさんに向けてもこ

ういったサービスがあるということを改めて周知もしたいと思いますし、窓口でも私ど

も職員もご案内をしておりますので、十分と引き続き周知をしてまいりたいと思ってお

ります。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　昆委員。 

○昆　佳子委員　同じく６２ページの家族介護用品支給費１２８万６，８４６円なんです

けれども、この紙おむつと尿取りパッドを１人どれくらい支給しているのかというのを

教えてください。 

○中島直樹委員長　高齢介護課長。 

○佐藤友美代高齢介護課長　一月当たり紙おむつの場合には２６枚から３０枚、紙パンツ

と尿取りバッドのセットの場合には２８枚から３０枚となっております。 

　　以上でございます。 

○中島直樹委員長　昆委員。 

○昆　佳子委員　一月当たりで紙おむつの場合は２６枚から３０枚ということで、利用者

の方から支給枚数が足りないとかというような苦情みたいなのは来ていますか。 

○中島直樹委員長　高齢介護課長。 

○佐藤友美代高齢介護課長　現実的にあるみたいです。 

　　これに関しては、確かにこの枚数で実際足りるかと言われると足りないなというとこ

ろもありますし、ただどうしても予算がかかってくるところなので住民税非課税世帯の

介護度４または５の方が対象になるのですが、やはり本当に困っていらっしゃる方に向

けて支給しているという現状になっております。一方で、足りていないような事実があ

るのであれば、そこは今後もほかの市町村のことも調べながら検討してまいりたいと思

います。 

　　以上です。 
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○中島直樹委員長　昆委員。 

○昆　佳子委員　私の知り合いの方も利用されている方がいらっしゃるんですけれども、

やはり２６枚、３０枚となると１日１枚と考えると本当に足りないと。１日に何枚も使

う、その補助があってほかに買い足せるものだったら自分で買える状況なんですけれど

も、やっぱり増やしていただけるとありがたいという声も聞いておりますので、ぜひご

検討をいただければと。予算もあるんですけれども、数枚は増やしていただければとい

うようにご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○中島直樹委員長　高齢介護課長。 

○佐藤友美代高齢介護課長　貴重なご意見を大変ありがとうございます。 

　やはりこれまでやってきたままに進めているところもあるかと思うので、いただいたご

指摘を大切に検討してまいりたいと思っております。ありがとうございます。 

　　以上です。 

○昆　佳子委員　よろしくお願いします。以上です。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　６３ページの老人憩の家管理運営事業の中で先ほど説明でもあったんで

すけれども、カーテン一式、障子からカーテンへと入れ替えたということでした。何か

見ると、当初予算になかったので、急遽入れ替えたんですか、これは。当初予算にあり

ましたか。見当たらなかったので、どういう状況だったのかなと。 

○中島直樹委員長　高齢介護課長。 

○佐藤友美代高齢介護課長　こちらは予算要求の前に、毎年そうですが、憩の家を管理さ

れている方に何かありますかということを伺っておりまして、今確認します。 

　　お待たせしました。当初、工事請負費のほうでカーテン取付工事ということで予算要

求をしておりましたが、内容的に修繕だろうという指摘をいただきまして備品購入費の

ほうで対応いたしました。 

　　以上でございます。 

○中島直樹委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　もともと予定はしていて、結構古くなってきたから入れ替えようという

計画があったということなんでしょうか。 

○中島直樹委員長　高齢介護課長。 
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○佐藤友美代高齢介護課長　憩の家始まって以来といいますか、カーテンを取り換えたこ

とがこれまでなかったので新調したものになります。 

　　手子林の憩の家のほうは、ご希望を聞いたところ皆さんでＤＶＤとかを見るときに、

もともとふすまだったのですが、ふすまですと光が入ってきてちょっと画面が見づらい

のでカーテンにしてもらいたいということで、遮光カーテンにいたしました。 

　　以上でございます。 

○柳沢　暁委員　分かりました。 

○中島直樹委員長　委員長の職務を代わります。 

○柳沢　暁副委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　６１ページの敬老祝金なんですけれども、今後また増えていくのかなと

いうふうな感じですが、過去を振り返ってみますと、敬老祝金の減額だったかというこ

とが検討をされて予算書も製本、金額ができて、予算書も製本して、議員に配付された。

しかしながら、後になって予備費を流用して減額した敬老祝金を元に戻したというよう

なことが過去にありましたけれども、決算を受けて、今後来年度の予算も含めて増えて

いくでしょう。減額について、敬老祝金の在り方については今後どう考えていくのかと

いう点が１点、あと、憩の家、自治会の集会所等もそうなんですが、憩の家なんかでエ

アコンの室外機がやっぱり盗難されたりとかということで、新たに設置、エアコンを付

け替えたのか、室外機だけというのはなかなかないのかな。付け替えたりとかしていま

すが、その盗難防止策というのは施してあるのかというその２点を確認させてください。 

○柳沢　暁副委員長　高齢介護課長。 

○佐藤友美代高齢介護課長　１点目の敬老祝金に関しましては、確かにご指摘のとおり、

この後も高齢者が増える中で支出、交付金の額も右肩上がりになるだろうという予想は

しております。 

　　今後のことにつきましては、まだ昨年度の庁内での経営会議の中でこの形でやってい

くということが示されたというふうに聞き及んでおりますので、今の段階では、すぐに、

例えば金額の変更ですとかは予定はしておりません。 

　　参考に近隣の状況も確認したところ、県内を見ますと敬老祝金事業自体を行財政改革

の一環として終了したという自治体も確かにございますが、やはり多くの自治体がこの

敬老祝金事業を継続しているところがあります。 

　　その中でも、羽生市と金額が違うですとか、それから商品券を配付しているとか、そ
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れから振込にしているですとか、内容、やり方様々でございまして、今後羽生市がどう

いう形でこの事業を進めていけばいいのかということはまた考えるときが来るのかなと

いうところはあります。敬老祝金については以上となります。 

　　それから、老人憩の家のエアコン室外機につきましては、確かに室外機が盗まれてし

まいますと、古いエアコンでしたので一式を取り替えるという形になります。以前は地

面に置いた形の室外機だったのですが、盗難を少しでも防止できたらと思いまして、今

は壁面に、手の届かない高いところに室外機を設置しているような形で３基ともつけて

おります。 

　　被害から免れた既存の室外機がまだ幾つかあるんですけれども、それに関しましては

警察の方にも以前助言をいただきまして、マジックペンで老人憩の家、手子林憩の家と

いうふうに大きく書くのも効果的だということを伺ったものですからそれを早速対応し

たところでございます。 

　　以上でございます。 

○柳沢　暁副委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　敬老祝金についてなんですけれども、これは実は何で敬老祝金が始まっ

たか、全国で始まったかということを考えると、今は全国的に給食費の無償化というの

が同じカテゴリーの中で、これはもう選挙対策の衆愚政治の骨頂なわけですよ。もとも

と敬老祝金とかの発端は。多くは申しませんが、今これをあえて部長の顔を見て言いま

すけれども、見直すチャンスなんじゃないのかなと。社会的な情勢を考えればそこに手

当てするのも重要かもしれませんが、何で敬老祝金があって成人祝金がないんだという

ことを考えたりとかもするわけです。今、国民負担率というのがこの間の参議院選挙で

もさんざん言っていましたけれども、国民負担率というのが２０年前、３０年前、

４０年前に比べてどんどん上がっていってということで、若い世代がなかなか先に希望

を見いだせなくなっている時代の中で、じゃ高齢者からのそういうサービスを切ればい

いとかという話ではないですが、もともとが選挙対策で始まった政策と言っても言い過

ぎではないと思うので、今、羽生市の状況を見直すチャンスなんじゃないのかなと。 

　　今、課長が近隣を見ると、と言いましたけれども、本当にもうこれから先行政横並び

で、お互いで行田市はどうだろう、加須市はどうだろう、いや、川の向こうはどうだろ

う、鴻巣市はどうだろう、久喜市はどうだろうといっても横並び主義でやるような時代

じゃないと思うんですよ、それぞれ状況というのは違いますし、繰り返すようですけれ
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ども、ちょっと羽生市はこういったことを今見直すチャンスなんじゃないのかなという

ふうに思うんですけれども、来年度の予算に向けて、これからまた本格的に庁内で協議

が始まると思いますが、その辺、部長どうでしょうか。 

○柳沢　暁副委員長　健康福祉部長。 

○須永正弘健康福祉部長　敬老祝金にかかわらず市として毎年予算編成の際は全てゼロベ

ースで、もう一回その事業を一つ一つ見直して市に必要なものを残していくというふう

な形で予算編成は行なっているところです。 

　　敬老祝金についても、議員をはじめ様々なご意見があるということは理解はしておる

ところですけれども、当然全く考えていないということではなくて、その全体の市の、

例えば健康福祉部なら健康福祉部の中でどれを今後やめるのか、続けていくのか、縮小

するのか、増やしていくのかというのは全体として考えていく、予算編成に当たっては

そう考えていくので、敬老祝金もその中の一つとして今後も在り方を考えていかなけれ

ばならないとは思っているところです。 

　　これがまたすぐ来年度どうこうというのは今の段階では何とも申し上げられないんで

すけれども、一応そんな状況で一つの事業として今後も俎上にはのせていく、これだけ

ではないんですけれども、いく必要はあるかなと思っています。 

　　以上でございます。 

○柳沢　暁副委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　節目、節目というのがあるので、それがチャンスの時期が来ているんじ

ゃないのか、チャンスというのはゼロか１００かとかいう話じゃなくて、事業として従

来の在り方を見直すということでチャンスなんじゃないのかなというふうに思います。 

　　ちょっと話は戻って、憩の家とかの防止策なんですけれども、室外機の盗難の。マジ

ックで書く、有効だと思うんですけれども、マジックで書いてもシンナーでやったら消

えちゃうわけですよ。高いところというふうにおっしゃいましたけれども、確かに地べ

たにあるよりは高いところは盗難しづらいということはあるかと思います。しかしなが

ら、昔の室外機と昨今の室外機というと、比べ物にならないぐらい昨今の室外機は軽い

と思うんですよ。そうなったときに、盗まれるというのはもともと人目がつかないから

盗まれるのであって、盗もうと思ったら、それでもきっと脚立、はしご、そんな大げさ

じゃなくても、例えば車の洗車の屋根を洗うときのための１メーターぐらいのはしごで

も届いちゃったりとかするので、それに甘んじることなくやっぱり防止策というのはし
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っかりと施すべきだと思いますけれども、どうでしょうか。 

○柳沢　暁副委員長　高齢介護課長。 

○佐藤友美代高齢介護課長　おっしゃるとおり、この対策をすれば十分ですというものは

実際ないと思います。 

　　その中で先ほども触れさせていただきましたが、盗難被害に遭ったときに、警察の方

にこういうものが有効だよという中でできるものを取り組んでいるところです。マジッ

クペンで施設名を書くですとか、高い位置にするですとか、公民館などはチェーンを取

り付けたりも有効だということで今年度やったんですけれども、結局何かしらの対策を

していることが盗もうとしている人にとっては抑止力になると、ここは用心しているな

というふうに思わせてここはやめておこうというふうにするのが有効だということをア

ドバイスをいただいたものですから、お金をあまりかけずにやれることをやろうという

ところで対策しているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○中島直樹委員　承知しました。以上です。 

○柳沢　暁副委員長　委員長の職務を戻します。 

○中島直樹委員長　ほかに質疑はありますか。 

〔「ないです」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員長　それでは、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時３０分　　休　憩 

 

午前１１時３２分　　開　議 

 

○中島直樹委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第４１号、こども家庭課所管部分について、こども家庭課長に説明を求めます。

よろしくお願いします。 

　　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　こども家庭課長の稲田でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

　　本日、同席する職員は、こども家庭課こども家庭係長、島田でございます。 

○島田久嗣こども家庭係長　島田です。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○稲田信一こども家庭課長　それでは、着座にて失礼いたします。 

　　議案第４１号　令和６年度羽生市一般会計歳入歳出決算のうちこども家庭課所管分に

ついて、順次説明申し上げます。 

　　別冊１、羽生市一般会計歳入歳出決算書の６５ページ下段になります。 

　　第３款民生費になります。子育て支援関係経費１，４０９万９，９３３円の主なもの

について申し上げます。 

　　次のページになります。６６ページの中段になります。 

　　１２節委託料５２８万７，７００円の主なものについて申し上げます。こども計画策

定支援業務委託料３６６万５，２００円につきましては、第２期子ども・子育て支援計

画の令和７年３月での計画期間満了に伴いまして次期計画を内包し、新たに第１期こど

も計画を策定するに当たり委託した支援業務に係る委託料でございます。 

　　その５行下になります。子育て世帯訪問支援事業委託料３２万７，４００円につきま

しては、令和６年度からの新規事業になります。 

　　児童虐待のリスクの未然防止を図るため要保護児童対策地域協議会で管理する児童や

特定妊婦等の家庭に対して、訪問による家事支援等を行う事業者への委託料でございま

す。財源としましては国の子ども・子育て支援交付金と埼玉県すくすく子育て支援事業

費補助金等を活用しております。 

　　続きまして、１３節使用料及び賃借料１１２万４，６４０円につきましては児童虐待

のリスクのある管理対象児童等の情報を管理する要保護児童システムの使用料でござい

ます。財源としましては国の子ども・子育て支援交付金、埼玉県子どもを守る地域ネッ

トワーク機能強化事業費補助金を活用しております。 

　　続きまして、１８節負担金補助及び交付金１２３万６，２８０円の主なものについて

申し上げます。 

　　次ページ、６７ページになります。 

　　上から２項目め、ひとり親家庭高等職業訓練促進事業補助金１２０万円、こちらはひ

とり親の方が就労に必要な資格を取得するための訓練期間中に給付金を支給するもので

す。財源としまして国の母子家庭等対策総合支援事業費補助金を活用しております。 

　　続きまして、６８ページになります。 

　　６８ページ中ほどになりますが、子ども医療助成費等関係経費２億１，１３０万

２，０５１円について申し上げます。 
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　　１２節委託料６１２万６，８５１円の主なものにつきましては診療報酬審査支払手数

料５９７万２，８５１円でございます。これは子ども医療費及びひとり親家庭等医療費

について埼玉県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金が保健医療機関

等に支払う金額の審査及び支払い業務に係る委託料でございます。財源としましては県

の子ども医療費補助金及びひとり親家庭等医療費補助金を活用しております。 

　　続きまして、１９節扶助費２億２８４万８，９２５円について申し上げます。 

　　子ども医療助成費１億７，４７３万６，３２４円につきましては１８歳に達した年度

末までの子どもの医療費の自己負担分を助成するものでございます。財源としましては

県の子ども医療費補助金を活用しております。 

　　その下、ひとり親家庭等医療助成費２，２３９万５，０８６円につきましては、ひと

り親家庭の親と１８歳に達した年度末までの子どもの医療費の自己負担分を助成するも

のでございます。財源としましては県のひとり親家庭等医療費補助金を活用しておりま

す。 

　　その下、未熟児養育医療助成費５７１万７，５１５円につきましては、身体の発育等

が未熟なままで生まれた乳児の治療に必要な医療費のうち市の負担分でございます。財

源としましては国及び県の未熟児養育医療費等負担金を活用しております。 

　　続きまして、６９ページになります。 

　　児童手当等関係経費９億３，９６８万４，０６５円について申し上げます。この経費

は児童手当及び児童扶養手当の費用とその支給に関わる事務的な経費でございます。 

　　主なものは１９節扶助費９億３，１２５万６，８５０円、児童手当と児童扶養手当の

合計の支給額でございます。 

　　続きまして、７０ページになります。中ほどです。 

　　物価高騰対策給付金事業（こども加算分）４，７７６万３，６８１円について申し上

げます。これは物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯を支援するため、児童１人

当たり５万円を支給する給付金とその支給に関わる事務的経費でございます。財源とし

まして国の物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用しております。 

　　主なものとしましては１８節負担金補助及び交付金、物価高騰対策給付金（こども加

算分）４，２１５万円でございます。 

　　続きまして、少し飛びますが、８１ページ中ほどになります。 

　　衛生費になります。 
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　　母子保健衛生総務一般経費３８０万１，６９０円の主なものについて申し上げます。 

　　８１ページの一番下になります。１８節負担金補助及び交付金３５１万円でございま

す。次のページになります。 

　　８２ページ上から４行目、母子愛育会連合会補助金６４万２，０００円、こちらは母

子衛生の向上及び市民の健康増進に資することを目的として活動する羽生市母子愛育会

連合会への補助金でございます。 

　　その下、不妊治療費助成金２４９万２，０００円は不妊治療をしている夫婦に対して

医療費の一部を助成するものです。 

　　続きまして、母子健康教育事業１２万８，０００円について申し上げます。 

　　１２節委託料、こちらは保育所等で歯科保健指導を行う歯科衛生士の派遣委託料８万

円及び両親学級にて妊婦とその家族に栄養指導等を行う管理栄養士と歯科衛生士の委託

料４万８，０００円でございます。 

　　続きまして、８４ページになります。 

　　出産・子育て応援事業３，３００万１，８８２円の主なものについて申し上げます。 

　　１２節委託料２５２万９，６００円につきまして、子育て世代相談支援事業委託料

１８６万４，８００円は妊娠、出産、子育て期を通して切れ目のない支援を行うため、

妊産婦等に対し助言や面談等を行う助産師１名の委託料でございます。財源としまして、

国の子ども・子育て支援交付金と埼玉県利用者支援事業補助金を活用しております。 

　　その下、産後ケア事業委託料６６万４，８００円、こちらは出産後の母子に対する心

身のケアや育児サポート等を行う産後ケア事業を委託する助産師及び医療機関への委託

料でございます。財源としまして国の母子保健衛生費補助金を活用しております。 

　　続きまして、１９節扶助費になります。２，７００万円、こちらは妊娠期から出産・

子育て期まで一貫した伴走型支援と経済的支援を一体的に実施する給付金であります。

妊婦１人につき５万円を支給する出産応援給付金１，４００万円及び出生した児童１人

につき５万円を支給する子育て応援給付金１，３００万円でございます。財源としまし

ては国の出産・子育て応援交付金、埼玉県出産・子育て応援事業費補助金を活用してお

ります。 

　　続きまして、８５ページになります。 

　　小児予防事業１億３，４５８万９，１７６円の主なものについて申し上げます。 

　　中ほどに行って、１２節委託料１億３，３０６万１，７７０円の主なものにつきまし
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ては予防接種法に基づく小児定期予防接種の実施に係る各医療機関への委託料１億

１，９６０万５，４５０円及び子どもを対象とした子育てインフルエンザ予防接種に係

る各医療機関への委託料１，３０７万６，３２０円でございます。 

　　続きまして、母子健康診査事業、下段になりますが、３，５４４万２，１４３円の主

なものについて申し上げます。 

　　１２節委託料３，３７６万４，７３６円の主なものにつきましては妊婦一般健康診査

委託料２，３８９万９６０円、こちらは妊婦及び胎児の健康状態を把握し、異常の早期

発見、健康状態に応じた医療の提供ができるように行う妊婦の健康診査を実施する医療

機関への委託料でございます。 

　　このページの下から２行目、乳幼児健康診査委託料５８３万９，５００円、こちらは

４か月、１０か月、１歳６か月、３歳児の健康診査を実施する医師、歯科医師等への委

託料でございます。 

　　８６ページになります。 

　　上から２行目、産婦健康診査委託料１１９万５，０００円は産後鬱の予防や新生児の

虐待予防を図るため、出産後おおむね１か月に産婦が受ける健康診査を実施する医療機

関への委託料でございます。財源としましては、国の母子保健衛生費補助金を活用して

おります。 

　　中ほどになります。 

　　母子健康相談事業１８６万３，８９４円の主なものについて申し上げます。 

　　１２節委託料の主なものとしましては発達相談業務委託料１７０万５，５００円、こ

ちらは発達の遅れ等支援の必要な乳幼児とその保護者に対し心理士や理学療法士、言語

聴覚士が集団教室や個別相談等において専門的な指導や助言による支援を行う業務でご

ざいます。 

　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○中島直樹委員長　ただいまの課長の説明に対し、質疑のある方はどうぞ。 

　　松本委員。 

○松本敏夫委員　６８ページかな、扶助費の１９節の子ども医療助成費ということで、県

からの財源を受けているというお話だった、６８ページを見てもらえますか。 

　　それが、これの助成費の補助金は何％受けているのか説明がなかったんだよ。ただ助

成を受けているということで。もう一つ、３点あるんです、ここに。扶助費として子ど
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も医療助成費、ひとり親家庭等医療助成費、あとは未熟児養育医療助成費と金額は違う

んですけれども、財源は県から受けているんだけれども何％受けているのか。これ丸々

じゃない、１００％じゃないんですけれども。 

○中島直樹委員長　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　まず、子ども医療費につきましては、１８歳までのお子さん

の医療費を市で負担しております。それに対しまして、県から来る補助金は補助率が

２分の１なんですが、対象となる年齢が通院ですと小学校３年生まで、入院ですと中学

校３年生までが県の２分の１がもらえるということになります。ですので、それ以外の

ところは市の全額負担ということになります。 

　　続きまして、ひとり親家庭等の医療費につきましても、１８歳までの子どもと親も対

象になります。補助率は県からは２分の１出ております。こちらは全てひとり親の家庭

の親御さんとお子さん１８歳まで補助の対象になります。 

　　続きまして、未熟児養育医療につきましては国と県それぞれ負担金がありまして、国

が２分の１、県が４分の１、これは対象のお子さんは全て補助の対象になっております。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　川田委員。 

○川田真也委員　ちょっと私の勉強不足で教えてもらいたいんですが、６６ページの

１２節委託料のところで、こども計画策定支援事業委託料、大きい金額があるんですけ

れども、この事業は具体的にどういう事業なんですか。 

○中島直樹委員長　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　こども計画という計画が今年の３月にできたんですけれども、

昨年度あとは令和５年度２か年の継続事業で計画を策定いたしました。 

　　計画をつくるに当たりまして、保護者やお子さんからアンケート調査を実施したり、

子ども・子育て支援会議という市民の方、子育て、保育に関係している団体の方に出席

していただいた会議を開きまして計画を策定しております。その際にいわゆる計画策定

のコンサルティング会社にこの策定の業務に係る作業を委託したという内容になってお

ります。 

　　具体的にはアンケート前の資料データや、資料の整理分析やニーズ調査等の支援、ア

ンケートをした調査結果の集計等の支援、会議を行うに際しての助言、指導等もしてい
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ただいて、最終的には計画の印刷、製本までも含めた委託になります。 

○中島直樹委員長　川田委員。 

○川田真也委員　説明を聞くと、ますますこの事業を丸投げしちゃったんじゃないかなと

思ったんですけれども、羽生市としての意見も入っていると思うんですけれども、この

事業をやるに当たって、コンサル会社の持っているものを買って事業をしていると理解

しちゃっていいんですか。市の要は羽生市の意見というのは入っているとは思うんです

けれども、１からつくっているんじゃなくて、コンサルタント会社のものを、要はひな

型を買って、そこに羽生市、羽生市と入れて使っている資料というふうに理解しちゃっ

ていいんですか。 

○中島直樹委員長　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　コンサルティング会社で何か様式があるわけではなく、今ま

では子ども・子育て支援計画という計画があって、国のこども大綱を勘案して新たにこ

ども計画としてつくり直しております。こども計画を策定したのはどの自治体もこのタ

イミングで計画を策定しておりまして、内容につきましては、決してコンサルティング

会社のそのままのものを羽生市としているわけではなく、羽生市の実情に応じてつくっ

ております。 

　　内容につきましては、羽生市で行なっている事業、今後やるべき事業等も網羅してお

りまして羽生市の現状に合わせております。アンケート調査等につきましても、過去、

前の計画を５年前につくっているときもアンケート調査をしているんですけれども、そ

の内容も含めておりますので、そのときのアンケートの項目は大本としてあります。そ

こに新たにこども計画をつくるに当たっての羽生市の子どもたちの今の生活の状況、家

庭の状況等、アンケートの対象も増やして、調査項目も増やして幅広く意見を聞くよう

にしました。その際にはコンサルティング会社から、こういう意見を入れたほうがいい

んじゃないでしょうかとアドバイスを受けましたけれども、調査項目につきましては私

どものほうで考えてつくっております。 

　　そのような形でいいところは利用させてもらいながら、羽生市としてつくらせていた

だいたと考えております。 

○中島直樹委員長　川田委員。 

○川田真也委員　分かりました。もう一ついいですか。 

　　じゃ、今のは分かりました。一応こども家庭課ということなんで、ちょっとお聞きし
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たいんですけれども、昨今、羽生市内でお産ができる病院が羽生総合病院しかなくなっ

てしまったというのが事実だと思うんです。私の同年代の方のお子さんが、もうそろそ

ろ出産が結構、するというお子さんが何名か出てきているんですけれども、女の子は里

帰り出産というのを非常にしたがるんです。例えば羽生からお嫁に行ってもお母さんの

ところで、羽生市で子どもを産みたいんだと、里帰り出産で羽生市に来るんですけれど

も、羽生総合病院は里帰り出産を受け付けてくれないらしいんですよ。 

　　それなので、里帰り出産で来ているんだけれども、行田市ですとか、館林市ですとか、

久喜市ですとかの病院で今お産をしているんですが、羽生総合病院でも里帰り出産がで

きれば、体の負担、精神的な負担もというのがいろいろあるんですけれども、羽生市と

して今後やはり少子化対策を考えるのであれば、お産ができる病院というのをやっぱり

なくしちゃいけないし、増やさなくちゃいけないかと思うんですけれども、何かそうい

った策みたいなもの、ごめんなさい、これ決算なんですけれども、ちょっとずれちゃっ

ていて申し訳ないんですが、何かそういう案を次の予算に向けて何か持っているのなら

教えていただければなと思うんですが。 

○中島直樹委員長　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　中村レディスクリニックが今年の２月で分娩をやめてしまい

まして、羽生市内では羽生総合病院のみということになっております。正直産科がこれ

から増えていく見込みはなかなか難しいと考えております。少子化の問題ですので近隣

の市町村と協力しながら広域的に対応していくしかないと考えております。 

　　来年度の予算に直接的に産科を増やすための何か予算的な取組は、現実的にはない状

況でございます。ただ、妊婦や乳幼児に対して支援をしていくという姿勢は変えずに、

そこは重点的にこども家庭課としては進めていきたい、事業展開を今後もしていきたい

と考えております。 

　　羽生総合病院につきましては、私も里帰りの件については、あまり詳しく存じ上げて

いないんですが、羽生総合病院に関しましては今後も分娩、産科として維持していくと、

地域医療として継続していく意向だという話を伺っております。 

　　以上です。 

○川田真也委員　はい。大丈夫です。 

○中島直樹委員長　里帰り出産は病院のリスクがでかいですから。 

　　こども計画については、策定とかというのはそれはつくりなさいという話なんですよ
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ね。 

○稲田信一こども家庭課長　努力義務でございます。前の計画の子ども・子育て支援計画

は義務です。国が５年ごとにその前の計画の更新時期に合わせてこども計画を一緒につ

くっていいですよ、努力義務ですよという通知があり、改定するのであればこども計画

という形でつくるほうがいいだろうという判断をさせてもらいました。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　昆委員。 

○昆　佳子委員　ひとり親家庭高等職業訓練促進事業補助金というところで、当初予算で

は６３０万円ぐらいついていたかと思うんですけれども、今回決算では１２０万円にな

っている理由を教えていただけますでしょうか。 

○中島直樹委員長　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　実績につきましては１２０万円、１人の方が利用しておりま

す。予算としましては新規を５人分予算は取らせていただいております。結果としてお

一人の方の利用でしたので、その残ということになっております。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　昆委員。 

○昆　佳子委員　限られた職業になるかと思うんですけれども、年々そういう職業の訓練

を受ける方というのは減っていらっしゃるか、もしくはこの制度を知らないかというと

ころかと思うんですけれども、どのような感じなんでしょうか。 

○中島直樹委員長　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　令和６年度の実績はお一人、令和５年度の実績もお一人でご

ざいまして、令和４年度は３人の方が受けております。一定の需要はあると考えており

ます。 

　　周知に関しましては、ひとり親の方に対する給付になりますので、児童扶養手当の申

請時には必ずチラシを手渡しして説明をしております。あわせて、児童扶養手当は毎年

現況届の届出をお願いするというのがありますので、その際には周知も図っております。

あわせて、ハローワークや生活困窮の相談支援を行なっている社会福祉課とも共有をさ

せてもらいながら、周知は必ず必要な方にこの制度が伝わるように努めているところで

あります。 

　　以上です。 
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○昆　佳子委員　ありがとうございます。以上です。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　西山委員。 

○西山丈由委員　６５ページの児童社会福祉総務費で、子育て支援関係経費のうちの子ど

も・子育て支援会議委員報酬、これが当初予算では１２名の計上になっているんですけ

れども９名決算ということは、職員が委員としてということで解釈してよろしいんです

か。 

○中島直樹委員長　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　こちらにつきましては会議を２回行なっております。人数は

１２名の方を委員としているんですけれども、そのうち欠席の方と、あとは副市長と学

校関係者、行政関係者の方が２名おりますので、その方の分は支出をしていないという

ことになりまして、この金額になっております。 

○西山丈由委員　了解しました。 

○中島直樹委員長　暫時休憩いたします。 

 

午後　零時００分　　休　憩 

 

午後　１時００分　　開　議 

 

○中島直樹委員長　休憩前に引き続き会議を始めます。 

　　こども家庭課長の説明に対し、質疑のある方は順次発言を願います。 

　　西山委員。 

○西山丈由委員　６９ページの児童手当等関係経費中、第１９節扶助費、児童扶養手当と

児童手当のそれぞれの対象児童数はおおよそで何人ぐらいなんですか。 

○中島直樹委員長　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　まず、児童手当につきましては１８歳までの子どもに昨年の

１０月から拡充されました。８月３１日現在児童で６，０５６人でございます。続きま

して、児童扶養手当はひとり親の家庭の１８歳までの児童等が対象になっておりまして、

８月末現在対象の児童としては４８７人になります。 

　　以上です。 
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○中島直樹委員長　ほかに。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　６６ページのファミリー・サポート・センター事業委託料です。そのフ

ァミリー・サポートの利用状況とか、あとは要望に応えられている状況なのかどうか、

その辺は現状どうなのかお伺いします。 

○中島直樹委員長　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　ファミリー・サポート・センター事業の実績は、令和６年度

３１３件の利用がございました。内容としましては保育所や幼稚園の送迎、開始、帰宅

後の預かりが一番多く１２８件、そのほか多いもので学習塾や習い事等の送迎で

１０７件ということでございまして、そのほか小学校の送迎、その他学校行事や緊急の

用事、冠婚葬祭のときの預かり等ございます。 

　　令和５年度の実績としましては３３１件ございました。令和６年度が３１３件で若干

は減ってはおりますけれどもほぼ同じような件数で推移しております。 

　　ファミリー・サポート・センター事業におきましては、社会福祉協議会に事業を委託

しているところであります。需要にはある程度応えられていると考えております。 

　　以上です。 

○柳沢　暁委員　分かりました。 

　　結構新規事業もあるんですけれども、重点事業としても挙げられていた多胎妊娠とか、

１か月児健康診査事業とかそのほか拡充として産後ケア事業とか、この辺が担当ですか。

その辺の状況と事業効果とか、その辺どうなのかお伺いいたします。 

○中島直樹委員長　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　まず、多胎妊娠の妊婦健康診査の支援事業ですけれども、双

子や三つ子、多胎妊娠された方の健康診査、妊婦さんが受ける健康診査、通常の基準が

１４回ですけれども、助成券という形で市で助成しております。多胎妊娠の方は１４回

を超えて健診を受けた場合も助成の対象にするという事業で令和６年度から始めました。 

　　実績としましてはゼロ件でございました。理由としましては、多胎の妊娠の方は昨年

３人いらしたんですけれども１４回の健診で足りておりまして、それ以降には出産され

て使わないで済んだということと思います。 

　　１か月児健康診査事業の助成制度につきましては、こちらも令和６年１月から実施し

たもので令和５年度の途中から始めた事業になります。実績としましては令和６年度、
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生まれて１か月のお子さんの健康診査の助成ということで８９件の利用がございました。 

　　健康診査につきましては医療機関の自由診療ということもございますので、１か月児

の健康診査としての支払いの場合もありますし、産婦の健康診査、赤ちゃんを産んだお

母さんが受ける健康診査というのもありますので、その中で１か月児の健康診査も兼ね

る医療機関もございますので、実際の出産した件数と利用されている件数に差があると

いうのはそういった点が考えられます。 

　　最後に、産後ケア事業ですけれども、令和６年度家庭に訪問して産後ケアを行うもの

に加えて、医療機関の宿泊型、泊まってケアを受けるものと、日帰りになりますがデイ

サービス型ということで事業を拡充して重点事業として取り組んでおります。 

　　産後ケア事業につきましては訪問型、助産師さんがお宅に行って受けるのが令和６年

度実績で２０件ございました。デイサービス型、医療機関に通って受けるものが１８件

ございました。宿泊型、医療機関に泊まって受けるというものが１６件ということで実

績は上がっております。デイサービス型と宿泊型に関しましては、医療機関で利用者の

方のアンケートを取っておりまして、全ての方から利用してよかった、休息が取れてよ

かったという高評価をいただいております。 

　　需要の高い事業だと思っておりますので、来年度も事業を充実して進めていきたいと

考えています。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　８２ページの右上の早期不妊検査・不育症検査費助成金ということで

３７万４，２００円こちらが当初予算では２６万円で、随分利用者が多かったのかなと

いうことなんですけれども、今の状況としてはどういったことが予想していたより多い

ということは、どういうふうに捉えているのか。また、今後はこういった予算は増やし

ていく必要があるのかなと思うんですけれども、この辺はどう考えているのかお伺いい

たします。 

○中島直樹委員長　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　早期不妊検査費・不育症検査費の助成事業につきましては、

令和６年度の予算で１２人の見込みをしておりました。実績としましては、利用された

方が１５人の方がいらっしゃいまして、予算に対しまして１１万４，０００円予算不足

ということで不妊治療の助成事業から流用させていただいて対応したということでござ
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います。 

　　令和５年度の実績は１１人でおおむね予算内で収まっていたんですけれども、令和

６年度が１５人、若干の増とで予算が足りなくなってしまった状況です。少子化の時代

でございますので、不妊治療の助成と併せて事前の不妊検査ということを意識して受け

られる方が増えてきていると考えております。 

　　今回若干ではありますが不足してしまった部分に関しましては、来年度の予算要求の

ときにはこのことを踏まえて考えていきたいと思っております。 

○中島直樹委員長　職務を交代します。 

○柳沢　暁副委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　こども家庭センター設置による相談支援体制の一本化というのがありま

した。予算で約８９１万円。担当課でオーケーですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員　これは効果をどのように検証しているのかお伺いします。 

○柳沢　暁副委員長　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　令和６年度の組織改正におきましてこども家庭課設置ととも

に、こども家庭課の中にこども家庭センターを設置しました。内容としましては今まで

子育て支援課で児童福祉、具体的に言うと虐待に対する対応など、福祉的な視点での取

組を子育て支援課で行なっておりました。 

　　健康づくり推進課で、母子保健ということで今話題にいろいろ上がりましたが、産後

ケア事業など、赤ちゃんとお母さん、妊婦さん、産婦さんに対する保健事業を行なって

いたものを一本化ということで、それぞれ２つの課で行なっていたものをこども家庭課

で集約して１つの課で行うという形になりました。 

　　今までも隣の課同士でしたので情報連携に支障が、大きく生じていたわけではないん

ですが、１つの課になって私が家庭センターの所長になります。島田係長が統括支援員

で専門職、社会福祉士、保健師、委託の助産師等がいる形で、生まれる前から生まれた

後、子どもが成長するまで母子保健の分野と福祉の分野で連携して取り組んでいる状況

でございます。 

　　設置になってまだ１年目ではありますが、私もこども家庭課に来て１年たちましたけ

れども、感覚としましては１つの課になって定期的な情報交換の会議等も開いており、

情報共有、連携は円滑に進んできていると考えております。 
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○柳沢　暁副委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　何か改善点とかこうしたほうがいいんじゃないか、現在の時点で、そう

いったことというのはありますか。 

○柳沢　暁副委員長　こども家庭課長。 

○稲田信一こども家庭課長　組織としては今の形でいいと思うんですけれども、あとは人

員のところで、年数ある程度たっている職員、専門職もおりますので、専門職といえど

も異動がありますので、異動した際の経験、実績のアンバランスによるセンターとして

の機能の弱体化が起こらないように引継ぎと、年数の長い職員が若い職員にしっかりと

技術を継承していくことを継続していかなければならないと考えております。 

○中島直樹委員　了解しました。 

○柳沢　暁副委員長　職務を戻します。 

○中島直樹委員長　ほかに質疑はございますか。 

　　西山委員。 

○西山丈由委員　８２ページの予防事業で、１２節委託料、高齢者肺炎球菌予防接種委託

料と同じくインフルエンザ予防接種の実績のほう…… 

○中島直樹委員長　課が違うかな。 

〔「子育てインフルエンザだけうちの課です」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員長　次に取っておいてください。 

　　ほかよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員長　暫時休憩します。 

 

午後　１時１４分　　休　憩 

 

午後　１時１６分　　開　議 

 

○中島直樹委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第４１号、児童保育課所管部分について、児童保育課長に説明を求めます。よろ

しくお願いします。 

　　児童保育課長。 
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○鈴木尚美児童保育課長　児童保育課長の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。 

　　同席しております職員を紹介させていただきます。 

　　児童保育係長の高田でございます。 

○高田利泰児童保育係長　高田です。よろしくお願いいたします。 

○鈴木尚美児童保育課長　よろしくお願いいたします。 

　　恐れ入りますが、着座にて説明させていただきます。失礼します。 

　　恐れ入りますが、議案第４１号　令和６年度羽生市一般会計歳入歳出決算事項別明細

書６４ページをご覧ください。 

　　第３款民生費、第２項児童福祉費、児童保育課所管部分について順次ご説明申し上げ

ます。 

　　初めに、第１目児童福祉総務費について主な項目をご説明申し上げます。 

　　６５ページ中段、民間保育所助成事業１億３，４２４万７，７６０円についてこの事

業の主なものは第１８節負担金補助及び交付金でございます。 

　　まず、負担金の新卒保育士就職準備金貸付事業負担金７０万円につきましては、埼玉

県が実施する新卒保育士就職準備金貸付事業を活用し、市内保育施設等に就職した新卒

保育士に保育事業者を通して２０万円の貸付けを行うもので、２年間継続して勤務した

場合には返還が免除されます。埼玉県が１５万円、羽生市が５万円負担するもので、

１４名の方がこの事業を活用されました。 

　　続いて、補助金１億３，１４１万３，１６０円について順次説明いたします。 

　　初めに、民間保育所入所児童育成費補助金２４７万２，０００円は市内にあります民

間保育園及び認定こども園に通園している児童１人当たり月額２００円を当該園に助成

したものです。合計で１万２，３６０人になり、令和５年度の比較では７人の増です。 

　　次に、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金７万

５，０００円は民間保育施設において仕切り用パーティションの購入費用になります。 

　　次に、病児保育事業費補助金１，７９９万２，０００円は児童が保育中に発熱するな

ど体調不良となった場合において、保護者が迎えに来るまでの間緊急的な対応が必要と

なり、その児童に対する目的で看護師などを配置している民間保育施設に助成をしたも

のです。令和５年度との比較では８，０００円の増、補助金の補助基準額の増によるも

のです。 

　　次に、延長保育事業費補助金１，７３７万９，４００円について、保護者の就労状況



－50－

に伴うニーズに応じて延長保育を実施している民間保育施設に対して助成をしたもので

す。令和５年度との比較では１１９万９，０００円の減、短時間利用児童の減少による

ものです。 

　　次に、１歳児担当保育士雇用費補助金３，２７２万円は１歳児担当保育士の雇用に対

する助成で、市内在住児童１人につき月額２万円を助成したものです。 

　　次に、乳児途中入所促進事業費補助金２５６万２，０００円は民間保育施設等で低年

齢児保育を実施するに当たり乳児担当保育士を確保するために助成したものです。令和

５年度との比較では１１２万円の増、児童数３４名の増によるものです。 

　　次に、障がい児保育事業費補助金６２５万５，３６０円は障がい児の児童を受け入れ

た保育園等に対して助成したものです。なお、重度障がい者の受入れについては市単独

で助成しております。令和５年度との比較では２６０万円の増、児童数３名の増による

ものです。 

　　次に、地域子育て支援拠点事業費補助金３，５８８万１，０００円は民間保育施設の

４園に併設している地域子育て支援拠点、子育て支援センターへ運営経費を補助するも

のです。令和５年度の比較では７１万３，０００円の増、国補助金の補助基準額の増に

よるものです。 

　　次に、一時預かり事業費補助金１，６０７万６，４００円は、保育所等を利用してい

ない家庭で一時的に家庭での保育が困難となる場合に保護者の負担を軽減するために乳

幼児を一時的に預かる事業で、民間保育園、認定こども園に助成したものです。令和

５年度比較では１３７万３，４００円の増、児童数の増によるものです。 

　　次に、２２節償還金利子及び割引料、償還金２１３万４，６００円は令和５年度子ど

も・子育て支援交付金交付額確定による返納金になります。 

　　続いて、６７ページ、地域子育て支援拠点事業１，０４２万７，３５１円についてご

説明申し上げます。 

　　地域子育て支援拠点事業は市民プラザ内にあるこどもひろばを運営する経費となって

おり、令和５年度比較では１６８万８０７円の増、常勤職員の勤勉手当の皆増によるも

のです。 

　　１節報酬から８節費用弁償まではこどもひろばに勤務する会計年度任用職員に係る経

費でございます。 

　　１７節備品購入費１６万６，６７８円はこどもひろばの事務室内に置きます翻訳機
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４台、ベビーゲート１台そのほかおもちゃの購入になります。その翻訳機の購入に当た

りましては県補助金ＩＣＴ化推進事業費補助金２４万５，０００円を財源としておりま

す。 

　　続いて、６７ページ備考下段にあります子ども・子育て支援事業１４４万

２，９００円につきまして、１０節需用費、修繕料１８万７，０００円については都市

公園以外の神社境内などにある児童遊具の修繕料になります。今回は八雲神社境内にあ

ります鉄棒の砂場枠、ゴムチップの被覆修繕料になります。 

　　続いて、６８ページ、１２節委託料、児童遊園地遊具点検委託料４９万５，０００円

は神社境内などに設置された３４か所にある児童遊具について保守点検するための経費

です。遊具による事故が全国的に発生していることから、令和６年度より国交省及び日

本公園施設業協会が示す基準に従い有資格者による点検を行うこととしたため、令和

５年度より増額となっております。また、点検については隔年での実施とし、次回は

８年度に点検を行う予定としています。 

　　続きまして、１４節児童遊園地遊具撤去等工事請負費４６万９００円について、三本

木薬師堂等の児童遊具が老朽化により、また地域からの要望もあり撤去を行なったもの

です。 

　　次に、１８節負担金補助及び交付金３０万円のうちフードパントリー事業等補助金で

市内で支援を必要とする子育て家庭に対し、企業や家庭から提供を受けた食料品を配布

するフードパントリー事業を実施する市内２団体に５万円ずつを支援したものです。 

　　また、こども食堂運営事業補助金として市内において経済的支援を必要とする家庭へ

食事を提供し多世代が一緒に食事をし交流する事業として、市内４団体に５万円ずつ支

援を行なったものです。 

　　続きまして、６８ページ下段にあります第２目児童措置費につきまして、児童保育課

の主なものとして保育所入所に係る費用や民間保育施設に対する児童運営費委託料に関

するものがございます。 

　　初めに、保育所措置関係経費１２億５，１４７万４，８１８円につきまして申し上げ

ます。令和５年度の比較では１億３，５１８万１３円の増となり、公定価格引上げによ

る影響が主な理由になります。 

　　１２節委託料１２億５，１１６万５，７６８円がこの事業の経費のほぼ全てを占めて

おります。その内容は市内外の民間保育園及び認定こども園の保育に係る児童運営費並
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びに保育料のコンビニ収納業務の委託料となっております。 

　　続いて、６９ページ備考下段にございます幼児教育関係経費３，３５６万

１，５４２円について申し上げます。 

　　幼児教育関係経費は幼児教育無償化に伴う幼児教育関連の経費であり、その主なもの

は１８節負担金補助及び交付金３，３５３万９，１６７円でございます。内訳といたし

ますと、幼稚園における保育料分として子育てのための施設等利用給付金３，１９７万

７，９１５円。幼稚園に通っている児童の保護者で年収３６０万円未満の世帯の方及び

第３子以降の子どもを対象に副食費を免除した分として、実費徴収に係る補足給付補助

金１１０万２，８５２円。市内にある幼稚園に通園している児童１人当たり月額

２００円を支給する私立幼稚園児童育成費補助金４５万８，４００円でございます。 

　　続きまして、７１ページ備考中ほどにあります児童福祉施設一般経費になります。 

　　第３目児童福祉施設費、公立保育所の管理運営の経費でございます。 

　　児童福祉施設一般経費２億６５６万９，７４８円をご覧ください。令和５年度比較で

は４，０２５万４，１６３円の増、会計年度任用職員の人件費２，６７６万

７，８１８円の増及び幼児保育室運営業務委託料１，１５０万８，０００円の皆増にな

ります。 

　　１節報酬から８節費用弁償までは会計年度任用職員の雇用に要するもので、公立保育

所に勤務するパートタイムの保育士９名、看護師１人及び児童保育係を担当する事務補

助員１人及び公立保育所にフルタイムで勤務する保育士１７人に係るものです。 

　　続いて、７２ページ、１０節需用費２，３９６万４６円のうち主なものは消耗品のほ

か保育所を運営するために要する電気料及び給食に係る賄い材料費になります。 

　　続いて、１２節委託料６，２９５万９，９９０円につきましては公立保育所の給食提

供業務や清掃業務などの保育に不可欠な各種業務に係るものになりますが、そのうちメ

ール配信システム改修業務委託料１１万円については令和６年度から携帯アプリへ変更

となり、さらに機能を追加する改修を行いました。ほかに、令和６年度から事業開始と

なりました病児保育室運営業務委託料１，１５０万８，０００円が新しく委託料に追加

されております。 

　　続いて、７３ページ、１４節工事請負費１９７万７６０円につきましては第１保育所

２階ホール床上張工事９３万９，４００円、空調機移設管工事１３万２，０００円等に

なります。 
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　　続いて、１７節備品購入費３４万４，２７０円につきましてはベビーカーや園児用テ

ーブル、三輪車など通常の保育に係る備品を購入したものです。 

　　１８節負担金補助及び交付金６９４万３，１９９円につきましては県保育協議会をは

じめとする県内自治体構成員となる協議会の負担金のほか、防火管理者や喀たん吸引等

の研修など、保育所の運営に必要となる研修会参加のための負担金でございます。なお、

この児童福祉施設一般経費の特定財源には保育料がございます。 

　　続いて、７３ページ備考下段にございます公立保育所再編事業２億９，８６４万

９，２７６円につきましては第六保育所、第七保育所について羽生市公共施設個別実施

計画に基づき令和７年度から新設保育所に再編するための経費となっております。 

　　次のページ、７４ページです。 

　　主なものとしましては、１２節委託料１，４１０万５，３００円につきましては新設

保育所新築工事監理業務委託料１，２６５万円、開発変更許可申請図書作成業務委託料

１４３万円、夜間警備委託料２万５，３００円に要するものです。 

　　続いて、１４節工事請負費２億７，５９２万２，０００円につきましては新設保育所

新築工事の前払金を除き、前払金は５年度決算にてご報告いたしましたが、残り２億

７，５９０万円の支払い及びネットワークサービス工事２万２，０００円でございます。 

　　１７節備品購入費８２０万１，９６０円につきましては、組立て式の園児用プール、

高さ調節テーブル、食器類、カーテン類、業務用冷凍冷蔵庫などを購入いたしました。

第六、第七保育所で使用していたものを移設活用しつつ食器など使用に耐えないものに

ついては入替え、新たに購入させていただきました。 

　　７４ページ、続きまして、第４目学童保育施設費、公立学童保育室の管理運営費及び

民間学童保育施設への委託料などの経費について申し上げます。 

　　学童保育施設一般経費１億７，２９７万３，６３８円をご覧ください。令和５年度比

較では４，７３０万７，９３７円の増、会計年度任用職員人件費２，７２５万

４，１２１円の増となっております。１節報酬から８節旅費、費用弁償につきましては、

会計年度任用職員の雇用に要した経費であり公立の学童保育室に勤務する指導員に係る

ものとなっております。 

　　次に、次のページ、１２節委託料５，７４８万３，４５５円のうち上から２項目め放

課後児童健全育成事業委託料５，６５７万９，２００円につきましては民間学童保育室

の児童を保育するための委託料となっております。令和５年度との比較では、
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１，６４３万２，８００円の増、補助基準額の上昇及び須影学童クラブ１支援単位の増

によるものとなっております。 

　　続いて、７６ページ、１４節工事請負費５１９万３，８９２円につきましては、羽生

東学童整備工事４３１万３，９８０円、防犯カメラ設置工事８７万９，９１２円になり

ます。羽生東学童整備工事分につきましては、埼玉県放課後子ども環境整備促進事業費

交付金を充当しております。ほかにも防犯カメラ設置工事分については保育所等におけ

る性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金を充当しております。 

　　続いて、１７節備品購入費１６４万５，５４１円の主なものにつきましては羽生東学

童保育室を開設するために用意した備品になります。主なものは折り畳み座卓テーブル

２６台、２５万９，８９６円、児童用おもちゃ１５万２，６０３円、物置１６万

５，５５０円、げた箱３３万３，９６０円等になります。そのほか令和６年度末に終了

した民間学童クラブより児童用ロッカーや職員ロッカー、本棚、おもちゃなどを譲り受

けたのと廃校となった小学校備品よりテレビやＤＶＤプレーヤーなど移設しております。 

　　１８節負担金補助及び交付金６２万１，９６０円につきましては、補助金では放課後

児童クラブＩＣＴ化推進事業費補助金５９万４，６６０円は民間学童クラブへノートパ

ソコンや翻訳機の導入のための費用の助成を行いました。国３分の１、県３分の１、県

補助金ではＩＣＴ化推進事業費補助金を財源としております。 

　　最後になりますが、２２節償還金利子及び割引料につきましては学童保育料還付金

８，０００円になります。これは令和５年度に収納した保育料に対する還付金になりま

す。年度内に集金し過ぎた過誤納金は歳入により還付を行いますが、年度が替わったこ

とにより歳出での還付となっております。この学童保育施設一般経費の特定財源には学

童保育料がございます。 

　　以上で説明を終わらせていただきます。 

○中島直樹委員長　ただいまの説明に対し、質疑のある方はどうぞ。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　６７ページの地域子育て支援拠点事業、こどもひろばということでお話

がありました。利用状況を見ると令和５年は８，１７３人、令和６年は９，２９８人と

増えている状況です。状況としては結構混雑しているのか、結構待っている人がたくさ

んいるような状況なのか、どういった状況になっているのかをお伺いします。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 
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○鈴木尚美児童保育課長　こどもひろばですが、令和６年度までの状況ですと１時間の利

用の範囲で利用していただいておりましたが、もっと利用時間を長くしてほしいという

お声がありましたので、今年度から平日は午前中、午後と２時間半ずつの利用に利用時

間を延長をしました。ただ１回当たりの利用人数の上限については４０人までとしてい

るので、その範囲内でのご利用ということになっております。 

　　先日見に行ったところ比較的多く人数はいらっしゃっていて、２時間半の間ですが十

分遊び切ってお帰りになっているという状況で、４０人を超えるという時間は今のとこ

ろないということで伺っていますので利用に満足いただいている状況かと思います。 

○中島直樹委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　利用者の声というのは結構、今満足しているということだったんですけ

れども、どういった声が出ているのか。結構何か遊具をもっと増やしてほしいみたいな

声も聞いたりするんですけれども、何かアンケートとかを取ってどういった声があるん

ですか、お伺いします。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　アンケートにつきましては常設で置いてありまして、アンケー

トを書きたいという方はここからどうぞということでご用意をさせていただいています。

先ほど申し上げたとおり昨年度までの１時間の利用枠のときでは、来て１時間でそろそ

ろ帰らないとということで、まだほかの子は遊んでいるのに自分だけ帰るということで、

もっと遊ぶと子どもが泣いてしまうというお話をされる方がいらっしゃっいました。現

状としては、平日は２時間半までの利用となっているのでアンケートを書く方は減って

いるそうです。 

○柳沢　暁委員　分かりました。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　昆委員。 

○昆　佳子委員　６８ページの児童遊園地遊具点検委託料と撤去等工事請負費なんですけ

れども、この点検の内容を教えていただけますか。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　点検につきましては、３４か所、遊具数で１０４基、遊具でブ

ランコや鉄棒がありまして、そちらの全箇所を回って、規定に合うかどうかということ

の確認をしています。その点検結果について判定ですぐに使用を中止したほうがいいと
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いうものから、安全の指数上安全というものとありまして、遊具自体は、おおむね昭和

の時代に建てられた遊具がほとんどですので、老朽化が進んでいるという状況で報告を

いただいております。 

○中島直樹委員長　昆委員。 

○昆　佳子委員　その老朽化になっていると言われる遊具の修繕とかというのは今これか

ら対応があるんでしょうか、検討しているんでしょうか。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　先ほど申し上げたとおり遊具が１０４基ございますので、危険

度の高いものについては使用禁止という札を貼らせていただいて利用しないようにとい

うことで促しております。基本的には危険と判断しているものは修繕というよりは撤去

の方向に進むというような状況になっております。また、撤去に当たっては自治会の皆

様からのご意見をお伺いして利用の状況ですとか、そういった内容を加味して修繕また

は撤去の工事ということで進めさせていただく予定としています。 

○中島直樹委員長　昆委員。 

○昆　佳子委員　この下の撤去等工事請負費はその点検によって撤去されたものというこ

とでよろしいでしょうか。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　おおむねそのとおりですが、自治会からの要望もありますので

今回３か所工事を行なっておりまして、川俣地区と藤井上組地区と村君地区から１か所

ずつ撤去の依頼がありまして撤去させていただいた工事費の総額が４６万９００円にな

っております。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　川田委員。 

○川田真也委員　６９ページで、委託料のところで児童運営費委託料約１２億

５，０００万円市が負担して出しているわけですが、これは民間保育園等に委託料とし

て払っているということですけれども、これがどうやって使われたということは市とし

ては把握しているんでしょうか。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　児童運営費委託料ですが、公定価格として国で決められた委託

料の単価がありますのでその施設ごとの定員の人数に対して委託料の金額が変わってき
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ます。一番高くてゼロ歳児、乳児の方が１人当たりお預かりするのに約１８万

５，０００円くらいになります。乳児は職員の配置基準としても子ども３人に対して

１人の職員を設置しないとならないので、基本的には職員の人件費の部分と、あとは運

営費そのほかの運営に係る費用に充てられているという認識でございます。 

○中島直樹委員長　川田委員。 

○川田真也委員　という認識ということなので、払ったら払いっ放しであとは民間の保育

の施設、法人に仕様はお任せですよと、もう何に使っちゃってもいいですよというふう

に取られかねないんですけれども、これ正直金額が多額なので、国から法定で決められ

た金額を市としては委託料として払っているけれども、ちゃんとそれが市側が思ってい

たとおりに運営されているかどうかという確認はしていますか。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　今施設型給付として各園に委託をお願いしているところではあ

りまして、およそ３年に１回施設監査を実施し、本年度も羽生市の民間園６か所につき

４か所羽生市内で当たっておりまして、先日、民間保育園のほうに伺わせていただき、

運営費や給付費の使途などそういったところも県と一緒に施設監査では伺って指導をし

ているところで、適正に運営していると確認しております。 

○中島直樹委員長　川田委員。 

○川田真也委員　３年に１回監査で入っているということなので、適正に運用はされてい

ると私も思うんですが、もう一つちょっと園に対しての委託料、補助というのを行政が

多額にやっているわけで、ちょっと確認なんですけれども、これ分かればでいいんです

けれども、羽生市が運営している保育園の職員さんの平均給与と、委託をしている、委

託料を払っている民間の園の職員さんの平均の給与の差というのはどれくらいあるかと

いうことは把握していますか。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　平均については把握はしていません。今年度からはここｄｅサ

ーチという国のシステムがありまして、経営状況を報告する仕組みが整い、今年度から

はそのシステムを用いて公表することになっています。 

　　この中には、職員の人件費に係る部分も通常の財務諸表だけでなく公表することにな

っておりますので、そちらで人件費の割合ですとかその内容は確認することができます。

経営状況を明確に公表する仕組みが整っておりますのでそちらで確認させていただけれ
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ばと思います。 

○中島直樹委員長　川田委員。 

○川田真也委員　分かりました。 

　　今、今年度から分かるということなので、ぜひしっかり確認していただいて、補助を

出して委託しているところの職員さんのほうが市の職員よりも人件費が安いというと、

ちょっと問題があるかと思うんですよ。ぜひ保育園の先生方も子どもたちも民間に出そ

うが公営に出そうが同じレベルの同じ保育を受けられる、そして、そこで働く人たちも

同じレベルで仕事ができるというのが、本来の委託して補助金を出しての趣旨だと思う

ので、その辺をしっかり今後も見据えていただいて運営していただければと思います。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　病児保育室の運営のところで、７２ページの右下に病児保育室運営業務

委託料１，１５０万８，０００円ということで、附属資料を見ると、はねの家の利用者

が２０６人ということになっています。予算では、５００人から６００人ぐらいを予定

していますよということだったと思うんですよ。それに対しては２０６人は結構少ない

状況になったというと、差はどう捉えているか。この点についてお伺いします。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　令和６年度については２０６人ということの利用者となりまし

た。この令和６年度中の６月には手足口病がはやった時期でした。また、秋にもインフ

ルエンザがはやった時期はあったんですが、やはり利用人数としてそれほど伸びていま

せん。今年度については昨年度の同時期よりは１０人程度増えている状況ではありまし

て、利用したいときに利用ができるということがベストだと思っておりますので、周知

活動にもう少し力を入れ、子育て応援アプリなどで周知して、利用したいときに使える

ようにご案内をさせていただきたいと思っています。 

　　単純に利用する、しないというのは、自分の子どもさんが病気ということで面倒を自

分で見るという方が多くいらっしゃるのかなということでもあり、お仕事をお休みでき

ないような緊急的なところではあると思いますので、そういう制度があるということの

認識を皆さんに広めていくということを考えていきたいと思います。 

○中島直樹委員長　柳沢委員。 
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○柳沢　暁委員　現状の周知というのはどういった周知をしたのかというのを伺えますか。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　令和６年度の４月から、はねの家がオープンしておりまして、

小学校と保育園、幼稚園も含めチラシを配らせていただきました。そのほかにホームペ

ージで公開、公表をしております。 

　　また、今年度についてもまた改めて周知をしていくこと、あと子育て応援ブックにも

チラシを載せておりますので、今後とも周知を図っていきたいと思います。 

○中島直樹委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　確認なんですけれども、園を通じて一度は保護者の方に渡っているはず

ということで認識はよろしいですか。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　そのとおりです。 

○柳沢　暁委員　分かりました。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　丑久保委員。 

○丑久保恒行委員　６５ページの人手の問題について、確認でありますけれども、新卒の

保育士の就職準備金貸付事業負担金１４名分と、県が１５万円で市が５万円という合計

２０万円、２年間働いた方についてはその貸付金が無料になるというこの１４名につい

ては、引き続いて仕事に着手しているのかどうか。あるいは、最近は１年もたたないう

ちに辞める職員が民間等を中心にかなり多いのでありますけれども、この辺の状況とい

うのはいかがなんでしょうか。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　最近、毎年２名程度の返還が発生しているということでありま

す。例えば、昨年度は９人、その前の令和４年度は１２人の方が利用していたんですが、

毎年度２名ずつということは一定数２年間お勤めができなくて返還に生じたというとこ

ろはあるようです。 

○中島直樹委員長　丑久保委員。 

○丑久保恒行委員　その場合その２０万円は貸付けということでありますけれども、途中

で、中途でお辞めになった場合にはその当事者から返還を求めるんですか。それとも、

市が県の分も含めて負担をするというか、貸付金の支払いについては、本人に請求をす
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るのか、あるいは市が貸し付けた分を代納して払ってしまうのかという、その辺どうで

しょうか。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　この事業自体が県で行なっているもので市も賛同してというと

ころでして、県社協のほうで一括して委託で行なっております。そちらからの返還の手

続ということになっております。 

○中島直樹委員長　丑久保委員。 

○丑久保恒行委員　県社協が県に代わってこの貸付事業の当事者になっているわけですが、

２０万円を新卒保育士に貸し付けるということなんでありますけれども、中途でお辞め

になった場合にその新卒保育士にその２０万円を請求するのか。あるいは、市が代わっ

て負担してしまうのかどうかというのですけれども。 

○中島直樹委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　県社協のほうで請求を行なっておりますので、市のほうはこの

制度を利用するというところの、１人当たりの５万円というところになっております。

その後の返還に関わるものについては市のほうでは関わってはおりません。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　よろしいですか。 

　　ほかにありますか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員長　職務を交代します。 

○柳沢　暁副委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　病児保育なんですけれども、実際５００人ぐらいを見込んで、２００人

ちょっとしか利用実績がない。私は病児保育なんかはなくて世の中が成り立てばそれが

一番だと思って、病気のときに子どもが親と一緒にいる、または祖父母と一緒にいる、

家族と一緒にいるというこういう社会的環境が整うことのほうが重要だと思っていて、

病気のときに親から離れないといけない、しかも未就学だったりとかという子どもが離

れなければいけない、そういう環境がないほうがいいという思いなんだけれども、実際、

理想と現実は別の話で、そういったことから病児保育ができました、ニーズがあってで

きたということなんですけれども利用が少ない。周知という話がありましたけれども、

なかなか行ったことがない人、病児保育に、羽生総合病院に行ったことがない人はその
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現場を自分の目で見ないと、なかなか安心して預けるという気にも親としてはならない

のかなという印象があったりとかするんです。 

　　幾らホームページで、広報で、紙面で渡しても、なかなか不安がっている親がいない

のか、いるんじゃないのかなという点が１点、それが行政としてどういう見解なのかと

いうのと、あと、もう一つ、利用者が少ないほうがこれはいいんです、いいんだけれど

も、利用しづらい環境に、もしかしたらあったりとかしないかということに対して行政

としてはどう認識されているのか伺わせてください。 

○柳沢　暁副委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　はねの家の利用に当たっては事前に登録を行うことになってお

りまして、元気なうちにというか、お子さんと一緒に現地に赴いていただいて、そちら

におります看護師、保育士のほうと顔合わせをして、既往歴を記録として面談をして確

認、登録が必要になりますので、それをまず行なっていただくのが前提でのご利用にな

ります。事前登録し、いざ体調が優れないということで利用をする際には、病院に行き

まして、こういう病気でという内容の意見書を持って実際に利用したい日に行っていた

だくというような流れになっております。 

　　利用に当たっての不安がどうかというところでは、感染症の場合は隔離部屋をご利用

いただくということになりますし、あとは、環境としても事前登録の際に施設の様子を

見ることができますので、お部屋の様子ですとか、利用の内容についても保育士や看護

師とよくお話をしていただいて、事前に利用に当たっての状況を確認していただくとい

うことが必要になります。事前登録の手続をしていただくのが１個目のハードルになの

かなと思います。 

　　あとは、感染症の場合でもは利用できる場合はありますので、そういう場合にも施設

の利用をしていただきたいとして設置しておりますので、周知の方法もあらためて検討

する余地はあるのかなと思っています。 

○柳沢　暁副委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　その辺も含めて、利用がないのがいいんだけれども、利用したい人が利

用できるように利用しやすいようにというのは、行政でもちょっとやっぱり検討する必

要があるのかなと思うのでその辺お願いします。 

　　最後に１点、簡単な話なんですけれども、こどもひろば、感染症、コロナ禍では市外

の人は受けませんといって、かなり激しい苦情が私のところに届いたことがあったんで
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すけれども、今、実際問題、市外の方の利用というのはどうなんですか。 

○柳沢　暁副委員長　児童保育課長。 

○鈴木尚美児童保育課長　こどもひろばは、市外の方も結構利用はあります。屋内である

のと駐車場も屋根のあるところなので、この夏場でも市外の方も結構ご利用いただいて

おります。 

○中島直樹委員　承知しました。以上です。 

○柳沢　暁副委員長　委員長に交代します。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員長　暫時休憩いたします。 

 

午後　２時０６分　　休　憩 

 

午後　２時１５分　　開　議 

 

○中島直樹委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第４１号、健康づくり推進課所管部分について、課長より説明を求めます。お願

いします。 

　　健康づくり推進課長。 

○本間健史健康づくり推進課長　健康づくり推進課長の本間です。よろしくお願いいたし

ます。 

　　また、本日同席しております職員を紹介をいたします。 

　　健康づくり推進係長の齋藤です。 

○齋藤知宣健康づくり推進係長　齋藤です。よろしくお願いいたします。 

○本間健史健康づくり推進課長　それでは、着座にて説明いたします。 

　　決算書別冊１の８０ページをご覧ください。 

　　第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１目保健衛生総務費のうち、健康づくり推進課

所管部分について申し上げます。 

　　初めに、保健衛生総務一般経費１，３２９万５，５２５円のうち主なものについて申

し上げます。 
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　　１２節委託料１６万円は年末年始の休日歯科当番医の委託料です。 

　　１３節使用料及び賃借料３１６万１，４００円は健康管理システムの使用料です。 

　　１８節負担金補助及び交付金です。負担金の主なものにつきましては、在宅当番医制

運営費負担金１３１万３，０００円は羽生市及び加須市において日曜日、祝日及び年末

年始の医療を提供する事業に対する負担金です。委託先は北埼玉医師会です。 

　　次に、埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会２３万２，０００円は、埼玉利根保健

医療圏地域医療ネットワーク・とねっとの運営に係る負担金で令和６年９月末に協議会

を解散し同事業を終了しております。 

　　次に、東部北地区第二次救急医療病院運営費負担金３６７万７，０００円及び東部北

地区第二次小児救急医療負担金１９１万円は羽生市、加須市、久喜市、幸手市、蓮田市、

白岡市、宮代町、杉戸町の６市２町で圏域内救急病院が行う第二次救急体制事業に係る

費用を負担するものです。 

　　次に、補助金の主なものにつきましては、外国人未払医療費対策事業補助金１３３万

円は公的医療保険が適用されない外国人患者の未払医療費が医療機関の負担になってい

ることから、医療機関に対して県と市で２分の１ずつ医療費の補塡を行う事業で、令和

５年度に発生した未回収金を令和６年度に医療機関に支払ったものです。 

　　なお、市が医療機関に支払った額の２分の１の６６万５，０００円が県補助金として

入ってきておりまして決算書１３ページに記載しておりますので後ほどご確認ください。 

　　次に、８１ページをご覧ください。 

　　交付金のがん患者ウイッグ等購入費助成金１３万８，０７８円は、ウイッグや胸部補

正具等の購入実費額の１万円を上限額として１４人に交付したものです。 

　　次に、健康教育事業５９万９，２９０円の主なものについて申し上げます。 

　　１３節使用料及び賃借料の歩数管理アプリ使用料４０万２，６００円は埼玉県が提供

するウォーキングアプリ、コバトンＡＬＫＯＯマイレージの使用料になります。スマー

トフォンにアプリをダウンロードし歩数を計測することでポイントをためて景品が当た

る仕組みとなっておりまして、羽生市では令和６年度末で４４２人が登録しております。

令和６年度の登録者、平均歩数等の評価結果では県内で同アプリを使用している４０市

町中２６位で４０万円の交付金が入ってきております。なお、１位は神川町で２００万

円が交付されております。 

　　次に、８２ページをご覧ください。 
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　　第２目予防費のうち健康づくり推進課所管分について申し上げます。 

　　まず、予防事業１億３，０５８万７，０５５円の主なものについて申し上げます。 

　　１２節委託料７，６１４万１，２４８円は予防接種法に基づく新型コロナウイルスワ

クチンや高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌などの予防接種の実施に係る各医療機

関への委託料です。接種率等は決算附属資料に掲載しておりますので併せてご覧いただ

きたいと思います。 

　　次に、８３ページをご覧ください。 

　　１８節負担金補助及び交付金の負担金５，２４５万６，５７２円は新型コロナウイル

ス予防接種健康被害給付費負担金で、羽生市において新型コロナウイルスワクチンを接

種して健康被害を受けた方への給付金として２名に支払ったものです。全額が国庫負担

金となります。 

　　次に、健康診査事業５，１７０万２，９４８円の主なものを申し上げます。 

　　１節報酬１０７万８，５００円は各種検診や予防接種に係る管理のための会計年度任

用職員１名の報酬です。 

　　１０節需要費３５４万２５２円の主なものは各種がん検診の受診票等の印刷製本費

３５１万４，３３５円になります。 

　　１１節役務費４２４万２，６６１円はがん検診の勧奨用はがき及びがん検診推進事業

の郵便料です。 

　　１２節委託料４，１９４万５，０９０円の主なものはがん検診委託料３，５５１万

５，８９６円は、医療機関及び集団検診で実施する胃がん、乳がん、肺がん、子宮頸が

ん、大腸がん等の委託料です。 

　　基本健診等委託料２８７万２，８５０円は２０歳から３９歳までの健康診査が受けら

れない方及び４０歳以上の生活保護受給者等を対象に実施した基本健康診査及びＢ型・

Ｃ型肝炎ウイルス検査に対する医療機関への委託料です。 

　　成人歯科健診委託料２８２万２，２８０円は歯周病の予防や歯の健康状態の確認を実

施する医療機関への委託料です。 

　　次に、８４ページ、健康相談事業について申し上げます。 

　　１２節委託料５２万５，０００円の主なものは精神科医師や臨床心理士による、ここ

ろの健康相談委託料３８万１，０００円です。 

　　次に、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業１，２６５万３，６６０円の主
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なものについて申し上げます。 

　　２２節償還金利子及び割引料１，１８０万２，０００円は令和５年度の新型コロナウ

イルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金の額の確定による精算金になります。 

　　次に、８５ページをご覧ください。 

　　新型コロナウイルスワクチン接種事業１５１万５，２８３円の主なものについて申し

上げます。 

　　２２節償還金利子及び割引料１３９万５，２７３円は同じく令和５年度の新型コロナ

ウイルスワクチン接種対策費国庫負担金の額の確定による精算金になります。 

　　次に、８７ページをご覧ください。 

　　第３目保健センター費のうち職員人件費を除いた、保健センター一般経費の主なもの

について申し上げます。 

　　１０節需用費１６０万１９０円の主なものは保健センターの光熱水費・電気料

１３６万７，０８６円です。 

　　１２節委託料１２７万８，６６５円は施設の設備機器や夜間警備等に要した経費にな

ります。 

　　１３節使用料及び賃借料１３０万１，５１８円は保健センターの駐車場として借用し

ている土地の借上料です。 

　　１４節工事請負費１０１万２，０００円は物価高騰による電気料金の抑制対策として

保健センターの照明のＬＥＤ化工事を行なったものです。 

　　以上で説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

○中島直樹委員長　ただいまの課長説明に対し、質疑を求めます。 

　　松本委員。 

○松本敏夫委員　今説明がありました新型コロナの負担金の約５，２００万円から上がっ

ているわけですよね、これは今現在の定期健診、予防接種を定期的にやっているのか。

それが１点と、負担金というんだからいわゆる補助的なもの、健診の場合は出るのか出

ないのか。これ予防接種のほうでしょうから、その２点がどのような形になっているの

か。 

○中島直樹委員長　課長。 

○本間健史健康づくり推進課長　新型コロナの予防接種につきましては、臨時接種として

令和５年度まで国で実施していました。令和６年度からは６５歳以上の方の定期接種と
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いう形になりましたのでインフルエンザの予防接種と変わらないという形になっており

ます。 

　　ただ、自己負担金が令和６年度は３，２６０円で済んだんですけれども、今年度は来

月１０月から始まりますけれども国からの補助金がなくなりますので、１万

１，８００円が自己負担金ということで、今月号の広報にも掲載をさせていただきまし

た。コロナも収束してきたということで接種率自体は対象者が６５歳以上だったですけ

れども１６％の方が接種と、令和７年度はさらに自己負担が１万円を超えてくるという

ことになりますので、さらに接種率は落ちるかなというふうに思っております。 

　　２点目の診断というのは。 

○松本敏夫委員　それが１点と、２点目、その約５，２００万円の関係なんだけれども、

ちょっと枠から外れるかもしれないけれども、その薬というのは、１年間有効なんです

か、１年間ですか。 

○本間健史健康づくり推進課長　すみません、５，２００万円というのが、恐らく予防接

種被害者給付金のことが５，２００万円。 

○松本敏夫委員　これは人数をやっぱり想定しているわけですよね。 

○中島直樹委員長　人数は想定していますかの問いに対して、健康づくり推進課長。 

○本間健史健康づくり推進課長　コロナウイルスの予防接種につきましては人数は想定し

ています。令和６年度は約１万６，０００人に対して約５０％をまず想定していたわけ

なんですけれども、実際は決算附属資料にもあるんですが、実際に打ったのが

２，８３４人で１６％です。大体８，０００人を想定していたところが２，８００人ぐ

らいだったと。 

○中島直樹委員長　松本委員。 

○松本敏夫委員　薬の有効期限もその年数ですか。１年間、枠外になるかな、この話は。

だけれども、ちょっと参考に。 

○中島直樹委員長　健康づくり推進課長。 

○本間健史健康づくり推進課長　薬は前コロナがはやっていて、集団での接種とかを市民

プラザとかでやっていたときは、市役所に物すごい冷える冷凍庫があって、市から供給

していたんですけれども、コロナが終わった後は各医療機関が製薬会社から仕入れると

いうような形になっています。多分どこの医療機関も予約をしてコロナの予防接種をし

たいということを言わないといきなり行って打ってもらえるものではないと思うんです
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よ。ということなので、それぞれの医療機関が製薬会社から仕入れるというふうな形で

変わっております。 

　　以上です。 

○松本敏夫委員　はい。 

○中島直樹委員長　ちなみに、そしたらその冷凍庫とか残った薬というのはどうなってい

るんですか。 

○本間健史健康づくり推進課長　残った薬は医療廃棄物として廃棄をしまして、フリーザ

ーについては、急速冷凍機に関しましては国から市のほうで処分していいよというとこ

ろで、ほかの市町村では本当に廃棄して捨てちゃったところもあるんですけれども、羽

生市は観光プロモーション課にお願いして市内の事業者で使ってくれる所を募集して全

てを引き取っていただきました。 

○中島直樹委員長　ちなみに、廃棄した薬剤というのはどれぐらいあるんですか。どれぐ

らい仕入れて、どれぐらい来て、どれぐらい打って、どれぐらい残ってというのは全く

分からないですか。 

○本間健史健康づくり推進課長　すみません、数は把握しておりません。 

○中島直樹委員長　把握しようもないですか。 

○本間健史健康づくり推進課長　多分調べればどれだけ入ってきてどれだけ供給したかと

いうのは分かると思うんですけれども、今ちょっと手持ちの資料ではありません。 

○中島直樹委員長　ちょっとそれ後で口頭で構わないので、ちょっと興味がありますので。 

○本間健史健康づくり推進課長　調べさせていただいて、明日の朝一に入らせてください。 

○中島直樹委員長　あしたの朝一じゃなくても大丈夫です。あした、あさってでも。ちょ

っとすみません、興味のあるところで、すみません、お願いします。 

　　ほかに質疑はありますか。 

　　川田委員。 

○川田真也委員　８０ページの一番下の外国人の医療費未払いの問題なんですけれども、

昨今、羽生市だけじゃなくて、全国各地で治療を受けたらいなくなっちゃって医療費だ

けが残っちゃったという問題が、同じような問題が羽生市でも、起きていたんだという

ふうに思いました。 

　　これ１３３万円なんですが、半分は国が、半分が羽生だということなので、実際のと

ころはこの倍の金額の未払いが羽生市で起きたという理解でよろしいんでしょうか。 
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○中島直樹委員長　健康づくり推進課長。 

○本間健史健康づくり推進課長　こちらにつきましては実際に費用の総額は５５７万

１，５８０円であります。そのうち返済された額が６万５，０００円、未収金が

５５０万６，５８０円で、この費用に関しましては、県で要綱をつくっていまして、羽

生市も要綱をつくって、外国人を助けるためというよりは未払いが起きちゃった医療機

関に補塡するためというのが目的になっていますので、その要綱の中では上限が

２１０万円になっていまして、そこからいろいろ差っ引いて１３３万円というのが上限。

その後、県と市で折半するというふうな形になっています。 

　　ですから、実際の未払いはさっき言った５００万円以上かかっているということにな

ります。 

○中島直樹委員長　川田委員。 

○川田真也委員　詳しくありがとうございました。こんなにあったんだとびっくりしちゃ

ったんですけれども、これは行政に今後どうするのかという話じゃないかと思うんです

けれども、ただ、実際のところ５５７万円未払い、未収金の案件が年間で起きちゃって

いるということで市としても無視するわけにはいかないと思うんですよ。 

　　今後こういう事例を減らすために、病院自体はもっと考えているかと思うんですけれ

ども、羽生市としても何かこういう対策があるんじゃないかというようなものが考えが

あるのかどうか教えていただければと思うんですが。 

○中島直樹委員長　健康づくり推進課長。 

○本間健史健康づくり推進課長　こちらは、すみません、私の説明が悪かったんですけれ

ども、この５００万円以上というのは１件なんですよ。何人も何人も積み重なっての

５００万円ではなくて、皆さんも外国に行くときに万が一、向こうで疾病にかかっちゃ

ったらとか保険を掛けていくと思うんですけれども、外国の方も本来は日本に来るとき

に保険を掛けて来ていただければそれで病院にかかったときは保険で払えるわけなんで

すけれども、その保険に入らずに外国からたまたま羽生に住んでいる息子のところに遊

びに来たときに脳梗塞になってしまって、病院で手術を受けたと。無事退院をされてそ

のまま帰ってしまったというので、息子がその分補塡しますよということで月々払いま

すよということになっているんですけれども、払っているというような様子がなくて、

それで県の要綱に引っかかる案件だというところで羽生市に来年予算措置してください

ねというところでの事業なんです。 
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　　ですから、毎回毎回、毎年毎年これが起きているかといったらそうではなくて、たま

たま令和５年度の案件で令和６年度に払いましたけれども、その前は平成２５年に起き

て以来なので、そう頻繁に起きている案件ではないということになります。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　川田委員。 

○川田真也委員　分かりました。１件でということで、高額医療が起きたんだけれども、

保険に入っていなかったということなので、私も海外旅行に行くときにいろいろ調べて

行ったんですけれども、調べていくことがあったんですけれども、国によってはカード

決済では保険が下りないよとかそういう国もあるんです。例えば、この辺だと香港とか

台湾とかもそうだった、現金で払ってくれば帰ってきて保険請求できるけれども、クレ

ジットカードで払っちゃったら保険請求駄目ですという保険会社が日本の保険会社も結

構あるんです。特に、例えばゴールドカードとかプラチナカードだとかに付随している

海外旅行保険があるんですけれども、それは結構そういうのが多いんですよ。だから、

もしかしたらその人もカードで払っていっちゃったんだけれども、でも、あれか、払っ

ていないんだよな。カードしかなかったので払えないで帰っちゃって、後から現金とか

と思ったけれども、いざ請求が来たらとんでもないのでというのもあるかもしれないの

で、そういうところを、例えば外国の人が来て払う意思はあるんだけれども、払えない

んだというときの対応だとかというのも、やっぱり市としてこういうふうにすればいい

ですよみたいな何か一つあれば親切なのかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○中島直樹委員長　健康づくり推進課長。 

○本間健史健康づくり推進課長　この事業自体は埼玉県が行なっている事業でして、こう

いう案件がありましたというのを病院から県に上がっていく、県からその事業に参画し

ている市町村に負担として半分出してねというような、そういうような流れになってい

るので、そういった部分で埼玉県と意見交換するような場面がありましたら、話を聞い

てみたいかなと思っております。 

　　以上です。 

○川田真也委員　分かりました。以上です。 

○中島直樹委員長　西山委員。 

○西山丈由委員　先ほどの件は決算書を見れば分かるんですか。 

〔「そうです、人数等分かります」と呼ぶ者あり〕 
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○西山丈由委員　８６ページで母子健康診査事業ですか、そのうちの委託料の新生児聴覚

検査委託料１１７万２，０００円について、検査を受けた新生児数と検査で異常が発見

されたケースがあったかどうかということは分かりますか。 

○中島直樹委員長　課が違った。 

○本間健史健康づくり推進課長　母子保健はこども家庭課になりますので。 

○中島直樹委員長　今度はそっちですか。所管が違うけど、すぐ出ますか。 

○稲田信一こども家庭課長　受診者は２４０人、決算附属資料に載せております。 

　　検査の結果までは病院から市には上がってきませんので、情報はございません。 

○西山丈由委員　失礼しました。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　説明でもあった歩数管理アプリの件です。コバトンＡＬＫＯＯマイレー

ジということで１位だと２００万円入ってきて、羽生市は２６位だと４０万円というこ

とだったんですけれども、そのほか２位とか３位とかどういう状況になって、幾らぐら

いなんですか。 

○中島直樹委員長　健康づくり推進課長。 

○本間健史健康づくり推進課長　１位は先ほど申しました神川町２００万円、２位が三芳

町１７５万円、３位が坂戸市１５０万円、４位が上尾市１２５万円、５位が蕨市

１００万円、６位から１０位が同じく８０万円で和光市、東松山市、８位が草加市、

９位が小鹿野町、１０位が毛呂山町、隣の加須市は羽生市の次の２７位で同じく４０万

円です。行田市はその評価の中には入っておりませんで、恐らく今年度令和７年度から

参加するというふうな話を聞いています。 

　　以上です。 

○中島直樹委員長　自治体の名前を聞くと何か傾向が分かりづらいですね。田舎なのか、

都市なのかとか。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　そういった情報というのは県のホームページとかに載っていて詳しく載

っているものなんですか。 

○中島直樹委員長　健康づくり推進課長。 

○本間健史健康づくり推進課長　アプリの登録者と、登録だけして実際歩かないという人
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も当然いるので、登録者とアクティブ者というのと、あとは、平均歩数というのが各市

町村ごとに毎月送られて来て、年度ごとにそのアクティブ率と平均歩数とかの順位が出

るわけなんですけれども、それはホームページには特に出ていなくて市町村にその結果

がメールで送られてくるというような感じになっています。なので、皆さん、アプリ登

録よろしくお願いいたします、ぜひ。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　８３ページの右下のほうに１１節委託料の骨粗鬆症予防検診委託料とい

うのが４６万１，５４０円ということであるんですけれども、予算のほうだと７５万

２，０００円で、執行率も６１％で何か前年度よりも減っていて、そういうのが減って

いるというのはどういう理由で減ってきているのかというのをお伺いいたします。 

○中島直樹委員長　健康づくり推進課長。 

○本間健史健康づくり推進課長　落ちている理由は分からないんですけれども、申込みが

実際は少なかったというところで、皆さんのお宅にもがん検診を受けませんかというの

がカラー刷りでいっているかと思うんですけれども、あれと一緒に骨粗鬆症の受診もで

きますよということでやっていて、毎年、年２日やりますよというところで周知もして

おります。年度ごとにもしかしたらばらばらなところもあるかもしれないですけれども、

ちょっとその辺の周知をもう少し分かりやすく、お隣の加須市がそういう検診関係では

先進地で、そのお知らせなんかも工夫しているというところもありますので、羽生市で

もその辺を見習いながら受診につながるように工夫をしていきたいと考えております。 

○柳沢　暁委員　分かりました。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　昆委員。 

○昆　佳子委員　がんのウイッグ等の助成なんですけれども、去年から始まって、おとと

しでしたか。 

〔「去年から」と呼ぶ者あり〕 

○昆　佳子委員　去年から始まって１４名でしたよね。結構といったらあれ何ですけれど

も、そこに申請が多いかなと思うので、今年度はこれは分からないと思うんですけれど

も、今の時点では何名ぐらい申請があるのでしょうか。 

○中島直樹委員長　健康づくり推進課長。 
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○本間健史健康づくり推進課長　今年度予算自体は１８万円を取っておりまして、今現在

で１２名が申請しております。ホームページは当然載せているんですけれども、広報誌

では去年１回載せただけなんですが、伸びている理由とすると、医療機関のほうからそ

ういう助成がありますよということで紹介をされて来られる方が多いですので、今の時

点でもう１２名ということで今年はちょっと予算自体も足りなくなって流用をかけるか

なというふうに予測しています。 

　　以上です。 

○昆　佳子委員　ありがとうございます。 

○中島直樹委員長　ほかに。 

　　予算がいっぱいになっちゃったから頭打ちというんじゃなくて希望者には全員だとい

う。 

○本間健史健康づくり推進課長　そのとおりで、足りなくなればほかから流用してでもお

支払いはいたします。 

○中島直樹委員長　心強いです。 

　　ほかによろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○中島直樹委員長　それでは、暫時休憩いたします。 

 

午後　２時４４分　　休　憩 

 

午後　２時４４分　　開　議 

 

○中島直樹委員長　それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　　これにて散会いたします。お疲れさまでした。 

 

午後　２時４４分　　散　会 


